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令和７年第２回久万高原町議会定例会 

令和７年３月１４日 

○議事日程 

  令和７年３月１４日 午後１時３０分開議 

 日程第１  議案第 ５号 久万高原町乳児等通園支援事業の設備運営に関する基準を 

              求める条例の制定について 

 日程第２  議案第 ７号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便 

              性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための 

              デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に 

              伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 日程第３  議案第 ８号 久万高原町行政組織条例の一部を改正する条例の制定につ 

              いて 

 日程第４  議案第 ９号 久万高原町有代替自動車施設条例の一部を改正する条例の 

              制定について 

 日程第５  議案第１０号 久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

              改正する条例の制定について 

 日程第６  議案第１１号 久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

              の制定について 

 日程第７  議案第１２号 久万高原町特別会計条例の一部を改正する条例の制定につ 

              いて 

 日程第８  議案第１３号 久万高原町凶荒予備奨学金条例の一部を改正する条例の制 

              定について 

 日程第９  議案第１４号 久万高原町国民宿舎基金条例の一部を改正する条例の制定 

              について 

 日程第10  議案第１５号 久万高原町町民館及び住民センター条例の一部を改正する 

              条例の制定について 

 日程第11  議案第１６号 久万高原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

              を定める条例及び久万高原町特定教育・保育施設及び特定 

              地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を 

              改正する条例の制定について 
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 日程第12  議案第１７号 久万高原町環境衛生センター条例の一部を改正する条例の 

              制定について 

 日程第13  議案第１８号 久万高原町新規就農促進条例の一部を改正する条例の制定 

              について 

 日程第14  議案第１９号 久万高原町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定に 

              ついて 

 日程第15  議案第２０号 令和６年度久万高原町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第16  議案第２１号 令和６年度久万高原町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第２号） 

 日程第17  議案第２２号 令和６年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別会計補 

              正予算（第３号） 

 日程第18  議案第２３号 令和６年度久万高原町後期高齢者医療保険事業特別会計補 

              正予算（第２号） 

 日程第19  議案第２４号 令和６年度久万高原町介護保険事業特別会計補正予算 

              （第３号） 

 日程第20  議案第２５号 令和６年度久万高原町訪問看護事業特別会計補正予算 

              （第３号） 

 日程第21  議案第２６号 令和６年度久万高原町凶荒予備事業特別会計補正予算 

              （第３号） 

 日程第22  議案第２７号 令和６年度久万高原町立病院事業会計補正予算（第２号） 

 日程第23  議案第２８号 令和６年度久万高原町立老人保健施設事業会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第24  議案第２９号 令和７年度久万高原町一般会計予算 

 日程第25  議案第３０号 令和７年度久万高原町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第26  議案第３１号 令和７年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別会計予 

              算 

 日程第27  議案第３２号 令和７年度久万高原町後期高齢者医療保険事業特別会計予 

              算 

 日程第28  議案第３３号 令和７年度久万高原町介護保険事業特別会計予算 

 日程第29  議案第３４号 令和７年度久万高原町訪問看護事業特別会計予算 
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 日程第30  議案第３５号 令和７年度久万高原町凶荒予備事業特別会計予算 

 日程第31  議案第３６号 令和７年度久万高原町立病院事業会計予算 

 日程第32  議案第３７号 令和７年度久万高原町立老人保健施設事業会計予算 

 日程第33  議案第３８号 令和７年度久万高原町簡易水道事業会計予算 

 日程第34  議案第３９号 令和７年度久万高原町下水道事業会計予算 

 日程第35  議案第４０号 久万高原町面河特産品開発センターの指定管理者の指定に 

              ついて 

 日程第36  議案第４１号 久万高原町おもごふるさと市場の指定管理者の指定につい 

              て 

 日程第37  請願第 １号 久万高原町内で設立される自然再生協議会への町の加入協 

              力依頼について 

 

○追加議事日程 

 追加日程第１ 報告第 ２号 工事変更請負契約の締結に関する専決処分の報告につい 

               て 

 追加日程第２ 発議第 ４号 久万高原町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を 

               改正する条例の制定について 

 追加日程第３ 議案第４２号 久万高原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の 

               制定について 

 追加日程第４ 議案第４３号 令和６年度久万高原町一般会計補正予算（第７号） 

 追加日程第５ 議案第４４号 令和６年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別会計 

               補正予算（第４号） 

 追加日程第６ 議案第４５号 動産の取得について 

 追加日程第７ 議案第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 追加日程第８ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 追加日程第９ 総務文教厚生常任委員会所管事務調査報告 

 追加日程第10 議会会報特別委員会報告 

 追加日程第11 議会改革特別委員会報告 

 追加日程第12 デジタル推進特別委員会報告 
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○本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

 

○出席議員（１３名） 

   １番  熊 代 祐 己         ２番  髙 橋 末 廣 

   ３番  光 田   優         ４番  田 村 昭 子 

   ５番  瀧 野   志         ６番  西 山 清 一 

   ７番  阪 本 雅 彦         ８番  大 原 貴 明 

   ９番  髙 橋   誠         10番  大 野 良 子 

   11番  森     博         12番  岡 部 史 夫 

   13番  玉 井 春 鬼 

 

○欠席議員（０名） 

 

○説明のため出席した者 

 町 長  河 野 忠 康    副 町 長  佐 藤 理 昭 

 教 育 長  住 野 秀 志    総 務 課 長  西 村 哲 也 

 住 民 課 長  菅   和 幸    保 健 福 祉 課 長  中 川 茂 俊 

 建 設 課 長  猪 上 浩 明    林 業 戦 略 課 長  小 野 哲 也 

 まちづくり戦略課長  高 木   勉    農 業 戦 略 課 長  西 森 建 次 

 会 計 管 理 者  藤 岡 和 雄    病院事業等統括事務長  沖 中 敬 史 

 教 育 委 員 会 事 務 局 長  大 西 洋 三    消防本部消防長  大 野 秋 義 

 代 表 監 査 委 員  菅   洋 志 

 

○議会事務局 

 事 務 局 長  渡 部 定 明 
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事 務 局  （朝 礼） 

 

議  長  本日の出席議員は１３名です。 

定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

                         （午後１時３０分） 

 

議  長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第１、議案第５号から日程第６、議案第１１号までの条例の制定に関す

る６件を一括議題にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、日程第１、議案第５号から日程第６、議案第１１号までの条例

の制定に関する６件を一括議題にすることに決定しました。 

本案について、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 

（瀧野 志総務文教厚生常任委員長を指名） 

 

瀧野委員長  総務文教厚生常任委員会に付託されました議案第５号、議案第７号、議案第

８号、議案第９号、議案第１０号、議案第１１号につきまして、３月６日に委

員会を開催して審査を行いましたので、その概要を一括して報告をいたします。 

議案第５号「久万高原町乳児等通園支援事業の設備運営に関する基準を定め

る条例の制定について」 

子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業、通称こど

も誰でも通園制度の設備及び運営の基準を条例で定めるものであります。 

事業内容は、保育所等に通っている満３歳未満の子供に、適切な遊び及び生

活の場を提供すること。保護者の心身の状況及び養育環境を把握するため、保
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護者との面談を実施するもの、利用する保護者に対する子育てについての情報

の提供、助言、その他の援助を行うものと説明がありました。 

審査では、１日または２日とか、親の都合により、何日間か預かってもらえ

るのか、どこで実施するのかとの質疑に、月１０時間を上限として、保育所、

幼稚園、認定こども園、家庭的保育所、地域や支援拠点施設など、様々な場所

で実施することが可能である、との答弁がありました。 

審査した結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしま

した。 

議案第７号「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いて」であります。 

行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に

伴い、引用する条文の項ずれを改めるものであります。 

改正する条例は、久万高原町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例、久万高原町税条例、久万高原町入湯税条例の三つの条例で、施行

期日は、令和７年４月１日となっています。 

審査では、誰でもが利用できるような形で推進し、高齢者にも詳しく説明す

るなどの今後の取組は、との質疑に、町ではＤＸ推進計画を策定しており、そ

の中で、スマホ教室やタブレット教室などを開催しながら、町民全体のＤＸに

関する底上げをしていきたい、との答弁がありました。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案第８号「久万高原町行政組織条例の一部を改正する条例の制定について」 

こども家庭センターを設置するため、久万高原町行政組織条例の一部を改正

するもので、保健福祉課の事務分掌に、こども家庭センターを追加するとの説

明があった。 

施行期日は、令和７年４月１日です。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし
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た。 

議案第９号「久万高原町町有代替自動車施設条例の一部を改正する条例の制

定について」 

町代替バスの停留所の新設等に伴い、久万高原町町有代替自動車施設条例の

一部を改正するもので、改正する内容は、コミセン及び岩川線に柳谷支所、久

万落出線に美川支所の新たな停留所を新設し、両停留所の運賃を設定するとの

説明がありました。 

運行期日は、令和７年４月１日となっています。 

審査では、公共交通の推進については、町が取り組んでいる政策を町民にお

知らせが必要ではないかとの質疑に、各公共交通に対する施策については、Ｐ

Ｒを進めたいとの答弁がありました。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案第１０号「久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」 

育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の改正に伴い、久万高

原町職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。 

改正の内容は、子供の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡

充で、請求に基づき、正規の勤務時間外勤務を免除する職員の要件の変更、介

護離職防止のための仕事と、介護の両立支援制度の強化を図るものとの説明が

ありました。 

施行期日は、令和７年４月１日となっています。 

審査では、仕事と介護の両立支援制度の強化とは具体的に何か。また、４０

歳になった職員とはどういう意味か、との質疑に、支援制度の強化とは、介護

休業に伴う給付金等の制度の情報提供で、４０歳は親の介護が始まってくる年

齢で、早い段階から制度を周知して、離職を防止する狙いがある、との答弁が

ありました。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 
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「久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」 

人事院等の勧告に基づき、久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改正

するもので、改正内容は、主任級相当以上の給料の最低水準の引上げのための

給与表の改正及び段階的に配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を増額す

るもの。また、平日、深夜の勤務に対する管理職員、特別勤務手当の対象拡大

と、再任用職員への住居手当の支給並びに特定任期付職員に係る特定任期付職

員業績手当の廃止、及び勤勉手当の新設を行うもの、との説明がありました。 

施行期日は、令和７年４月１日となっています。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上、報告とします。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 

ここで委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

瀧野委員長、お引き取りください。 

 

（森 博議員を指名） 

 

森 議員  ただいまの総務委員長の報告の中で、議案第１０号の条例改正についての報

告がございましたが、その中で、最終的に久万高原町職員の給与に関する条例

というふうに言われたと思うんですけれども、正しくは、久万高原町職員の勤

務時間・休暇等に関する条例ではないかと思うんですけれども、いかがでしょ

うか。 

 

議  長  暫時休憩いたします。               （午後１時４０分） 
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（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を行います。        （午後１時４８分） 

 

議  長  訂正をお願いします。 

      （渡部議会事務局長を指名） 

 

渡部局長  それでは、委員長が読み上げました部分に訂正すべき箇所がありましたのが、

訂正ができておりませんでしたので、私のほうから訂正をさせていただきます。 

議案第１０号「久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」の説明文で、「育児休業、介護休業等、育児また

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の

一部を改正する法律の改正に伴い」、以降、「久万高原町職員の給与に関する

条例」と申しましたが、これは、正しくは「久万高原町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例」でございます。 

訂正をさせていただきます。 

 

議  長  よろしいでしょうか。 

それでは、委員長の報告は終わりました。 

これより、質疑、討論、採決については、１件ずつ行います。 

 

議  長  議案第５号「久万高原町乳児等通園支援事業の設備運営に関する基準を定め

る条例の制定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号「久万高原町乳児等通園支援事業の設備運営に関す

る基準を定める条例の制定について」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  議案第７号「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いて」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 
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これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係

者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社

会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  議案第８号「久万高原町行政組織条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８号「久万高原町行政組織条例の一部を改正する条例の

制定について」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  議案第９号「久万高原町有代替自動車施設条例の一部を改正する条例の制定

について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９号「久万高原町有代替自動車施設条例の一部を改正す

る条例の制定について」は、委員長の報告のとおり決定しました。 
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議  長  議案第１０号「久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１０号「久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり可決しま

した。 

 

議  長  議案第１１号「久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１１号「久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  お諮ります。 

日程第７、議案第１２号から、日程第９、議案第１４号までの条例の制定に

関する３件を一括議題にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、日程第７、議案第１２号から、日程第９、議案第１４号までの

条例の制定に関する３件を一括議題にすることに決定しました。 

本案について、産業建設常任委員長の報告を求めます。 
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（髙橋末廣産業建設常任委員長を指名） 

 

髙橋末廣  産業建設常任委員会議案審査結果報告書 

委 員 長  産業建設常任委員会に付託された議案第１２号、議案第１３号、議案第１４

号につきまして、３月７日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その概

要を一括して報告いたします。 

議案第１２号「久万高原町特別会計条例の一部を改正する条例の制定につい

て」 

久万高原町分譲宅地造成事業特別会計の廃止に伴い、久万高原町特別会計条

例の一部を改正するもので、改正の内容は、久万高原町分譲宅地造成事業特別

会計を削減するものとの説明があった。 

施行期日は、令和７年４月１日となっております。 

審査では、今まで特別会計としていたので、全体が見えたが、一般会計に移

行すると分かりにくくなる現在の分譲用地の状況は、との質疑に、全２２区画

のうち２区画が残っており、今現在、契約の交渉もない状況である、との答弁

があった。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１３号「久万高原町凶荒予備奨学金条例の一部を改正する条例の制定

について」 

本町の学生に対し、大学等への進学をさらに後押しするため、久万高原町凶

荒予備奨学金条例の一部を改正するもので、改正の内容は、奨学金を月額最高

３万円から５万円に改正するものとの説明があった。 

施行期日は、令和７年４月１日となっております。 

審査では、奨学金の引上げは、将来的な財源の問題もあるが、状況を見なが

ら、５万円ではなくもう少し上げてはどうか、と意見はなかったかとの質疑に、

大学生の平均的な費用などを調査し、協議の中で返還の関係から５万円とした、

との答弁があった。 

将来、この奨学金を活用し、町に帰ってきていただく流れも必要であると思

うが、今後、給付型の奨学金を拡大していくべきかと思うが、との質疑に、給
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付型についても改正をしたいとしたところであるが、審査委員会の中で、条件

について審議しながら、制度改正をしていきたい、との答弁があった。 

審査の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１４号「久万高原町国民宿舎基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」 

久万高原町国民宿舎条例の廃止に伴い、久万高原町国民宿舎基金条例の一部

を改正するもので、改正の内容は、適時性を確保するため、久万高原町国民宿

舎基金条例から、久万高原町古岩屋荘基金条例に改正するもの、との説明があ

った。 

施行期日は、公布の日となっております。 

審査のした結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

以上です。 

 

議  長  委員長の報告は終わりました。 

これより委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

髙橋委員長、お引き取りください。 

委員長の報告が終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 

 

議  長  議案第１２号「久万高原町特別会計条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１２号「久万高原町特別会計条例の一部を改正する条例

の制定について」は、委員長報告のとおり可決しました。 

 

議  長  議案第１３号「久万高原町凶荒予備奨学金条例の一部を改正する条例の制定

について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１３号「久万高原町凶荒予備奨学金条例の一部を改正す

る条例の制定について」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  議案第１４号「久万高原町国民宿舎基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１４号「久万高原町国民宿舎基金条例の一部を改正する

条例の制定について」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第１０、議案第１５号から、日程第１２、議案第１７号までの、条例の

制定に関する３件を一括議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、日程第１０、議案第１５号から、日程第１２、議案第１７号ま

での条例の制定に関する３件を一括議題にすることに決しました。 

本案について、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 

（瀧野 志総務文教厚生常任委員長を指名） 

 

瀧野委員長  総務文教厚生常任委員会に付託されました議案第１５号、議案第１６号、議

案第１７号につきまして、３月６日に委員会を開催して審査を行いましたので、

その概要を一括して報告をさせていただきます。 

議案第１５号「久万高原町町民館及び町民センター条例の一部を改正する条

例の制定について」 

令和７年４月から、久万町民館１階に、こども家庭センターが新設されるこ

とに伴い、施設の改修及び会議室等の使用料を改正するため、久万高原町町民

館及び住民センター条例の一部を改正するものであります。 

改正の内容は、小会議室、和室及び団体合宿受入れの廃止。会議室全面及び

会議室半面を新設し、使用料を設定するものであります。 
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施行期日は、令和７年４月１日となっております。 

審査では、既存の施設を利用して、こども家庭センターが設置されるように

なったが、町有施設がたくさんある中、今後についても、既存の町有施設を活

用した行政運営に心がけるべきではないかとの質疑に、町有施設については多

数あるので、空き施設等の有効活用に努めてまいりたい、との答弁がありまし

た。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案第１６号「久万高原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例及び久万高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」でございま

す。 

子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令等の施行に伴い、

久万高原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び久

万高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正するものであります。 

改正の内容は、家庭的保育事業者等が確保しなければならない連携基準の保

育の内容に関する基準の緩和、代替保育に関する基準の緩和、連携施設の確保

を猶予する期間を１０年から１５年に延長する経過措置の延長、三つの見直し

で、施行期日は令和７年４月１日となっております。 

審査では、地域では様々な条件が違うとともに、多様化の時代で、いろいろ

な意見、要望が出てくると思うが、担当課として、しっかり受け止め、研究し

て対応しなければならないと思うが、の質疑に、様々な家庭が抱える相談や悩

みをしっかり受け止め、家庭センターが中心となって支援できるよう努めてま

いりたい、との答弁がありました。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

次に、議案第１５号「久万高原町環境衛生センター条例の一部を改正する条

例の制定について」であります。 

久万高原町環境衛生センター施設の処理機能の変更により、久万高原町環境
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衛生センター条例の一部を改正するものであります。 

改正の内容は、ごみ処理施設の廃止に伴い、ごみ一時保管施設を運用するこ

ととし、産業廃棄物の取扱を廃止するもの、またし尿処理施設の廃止に伴い、

し尿等中継施設を運用、それに伴う手数料関係の改正を行うもの、との説明が

ありました。 

施行期日は、令和７年４月１日となっています。 

審査では、家庭用機器の処理手数料を運搬手数料に改定するとのことである

が、持込みは可能なのか。処理は行わず、運搬するのか、との質疑に、持込み

は可能で、処理を行わず運搬する形になるとの答弁がありました。 

また、災害に対する対策は、との質疑に、災害時の集積場所は選定している

が、見直しを行いながら、災害に対する対応については、引き続き検討してい

きたいとの答弁がありました。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

以上、報告とします。 

 

議  長  委員長の報告は終わりました。 

ここで委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

瀧野委員長、お引き取りください。 

委員長の報告が終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 

 

議  長  議案第１５号「久万高原町町民館及び住民センター条例の一部を改正する条

例の制定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１５号「久万高原町町民館及び住民センター条例の一部

を改正する条例の制定について」は、委員長報告のとおり可決しました。 

 

議  長  議案第１６号「久万高原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例及び久万高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」、質疑を行

います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 
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これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１６号「久万高原町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例及び久万高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」

は、委員長の報告とおり可決しました。 

 

議  長  議案第１７号「久万高原町環境衛生センター条例の一部を改正する条例の制

定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１７号「久万高原町環境衛生センター条例の一部を改正

する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第１３、議案第１８号から、日程第１４、議案第１９号までの条例の制

定に関する２件を一括議題にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、日程第１３、議案第１８号から、日程第１４、議案第１９号ま

での条例の制定に関する２件を一括議題にすることに決定しました。 

本案について、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 

（髙橋末廣産業建設常任委員長を指名） 

 

髙橋末廣  産業建設常任委員会に付託された議案第１８号、議案第１９号につきまして、 

委 員 長 ３月７日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その概要を一括して報告

いたします。 

議案第１８号「久万高原町新規就農促進条例の一部を改正する条例の制定に
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ついて」 

就農時の農業経営や、生活費に係る負担軽減を図るため、久万農業公園の研

修卒業生を対象とした貸与制度の創設に伴い、久万高原町新規就農促進条例の

一部を改正するもので、改正の内容は、新規就農初年度生活資金の貸与を創設

し、対象と、諸条件の規定を追加するものとの説明があった。 

施行期日は、令和７年４月１日となっており、審査した結果、全員一致で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１９号「久万高原町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」 

水道法施行条例等の改正に伴い、久万高原町水道法施行条例の一部を改正す

るもので、改正の内容は、水道法施行条例の規定を参酌して条例で定めること

とされている布設工事監督者及び下水道技術管理者の資格要件を改正するもの

との説明があった。 

施行期日は、令和７年４月１日となっております。 

審査では、工事監督者及び水道技術管理者の資格要件の改正は、より厳しい

要件を加える内容なのかとの質疑に、資格要件に、国家資格１級土木施工管理

士の追加となり、結果的に厳しくなるとの答弁があった。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上です。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 

ここで委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

髙橋委員長、お引き取りください。 

委員長の報告が終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 
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議  長  議案第１８号「久万高原町新規就農促進条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１８号「久万高原町新規就農促進条例の一部を改正する

条例の制定について」は、委員長の報告とおり可決しました。 

 

議  長  議案第１９号「久万高原町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１９号「久万高原町水道法施行条例の一部を改正する条

例の制定について」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  日程第１５、議案第２０号「令和６年度久万高原町一般会計補正予算（第６

号）」を議題とします。 

本案について、最初に、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 

（瀧野 志総務文教厚生常任委員長を指名） 

 

瀧野委員長  総務文教厚生常任委員会に付託されました議案第２０号につきまして、３月

６日に委員会を開催して審査を行いましたので、その概要を報告をいたします。 

議案第２０号「令和６年度久万高原町一般会計補正予算（第６号）」 

歳入歳出補正予算、総額９，６０１万６，０００円の減額補正で、累計１０

１億５，３９６万９，０００円となります。 



 

－ 28 － 

歳入の主なものは、１款町税２，３１６万３，０００円の減額。 

１０款地方特例交付金２，３１６万３，０００円の増額。 

１０款使用料及び手数料１，８４１万４，０００円の増額。 

１５款国庫支出金４，７６２万３，０００円の減額。 

１６款県支出金５，９６１万１，０００円の増額。 

１９款繰入金５，３０８万８，０００円の減額。 

２２款町債７，０２０万円の減額、などとなっています。 

歳出の本委員会関係の主なものは、総務費では、財政調整基金積立金の増額、

１，９８０万円。減債基金積立金の増額、３，０５８万７，０００円。地域経

済循環創造事業補助金の計上、２，１００万円。 

民生費では、新たな低所得者支援給付金の減額、１，１２５万減額。 

衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料の減額１，２３０

万円。 

消防費では、高規格救急自動車購入費用の減額、４６０万７，０００円。 

教育費では、伊予へんろ道峠御堂道補修事業業務委託料の減額、２３１万円。

久万給食センターの賄材料費の増額２３０万円などとなっております。 

審査では、総務課関係では、地域経済循環創造事業において、地場産業や、

なくなった事業再生は大切なことだが、町は考えていくべきではないかとの質

疑に、なくなった事業や文化等、復活していけるような体制を取ることで、町

の持続可能も高まると考えている、との答弁がありました。 

保健福祉課関係では、在宅、寝たきり老人等介護手当支給事業費の減額は、

施設に入る人が増え、在宅介護が減ってきているのか、との質疑に、在宅寝た

きり老人介護手当の受給者は、高齢者自体が減っており、当初に比べると、利

用者数は減っている、との答弁があった。 

また、新型コロナウイルスワクチン接種業務が減額されているのは、接種が

少なかったためと思うが、町としてどう捉えているのか、との質疑に、一般的

に重症化リスクが低くなってきた等の意識からと考えている、との答弁があり

ました。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 
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以上、報告とします。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 

ここで委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

瀧野委員長、お引き取りください。 

続いて、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 

（髙橋末廣産業建設常任委員長を指名） 

 

髙橋末廣  産業建設常任委員会に付託された議案第２０号につきまして、３月７日に委 

委 員 長 員会を開催して審査を行いましたので、その概要を報告いたします。 

議案第２０号「令和６年度久万高原町一般会計補正予算（第６号）」 

歳入の補正予算については、総務文教厚生常任委員長より報告がありました

ので、省略いたします。 

本委員会関係の歳出の主なものは、総務費では、移住定住対策費の減額、マ

イナス９２５万３，０００円。 

農林水産業費では、トマト選果機更新事業補助金の増額、５，６０３万３，

０００円。 

森林経営管理制度運用事業業務委託料の減額、マイナス１，０５７万２，０

００円。 

合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策事業補助金の計上、

１，２５９万２，０００円。 

土木費では、社会資本整備総合交付金事業（道路新設改良）に係る経費の減

額、マイナス４，６５３万８，０００円。愛媛県道路事業負担金の減額、マイ

ナス１，０９０万８，０００円などとなっています。 
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審査においては、まちづくり戦略課では、地域活動組織イベント支援補助金

の減額は、希望する支援にかなわないものもあるのか。収益を主たる目的とし

ない公益性の高い事業の要件の緩和は難しいのか、との質疑に、補助要件で要

望に応えられないイベントもある。収益を主たる目的としない明確な基準はな

いので、その都度、協議させていただきたい、との答弁があった。 

町内でイベントを継続して起こしていくことは、交流人口、関係人口の増加

にもつながり、新しい事業が生まれる可能性もあるので、広報活動を充実させ

て、広く活用する方法をさらに検討すべきでは、との質疑に、間口を広く、周

知も含めて努力していきたいとの答弁があった。 

農業戦略課では、トマト選果機更新事業補助金の負担割合は、また今回、既

存施設の撤去費用の予算措置もされることになったが、この撤去費用には、廃

棄費用も含まれているのか、との質疑に、５５％が国、県の負担で、町が１

０％、残り３５．５％がＪＡの負担となる。撤去費用には、廃棄も当然含まれ

る、との答弁があった。 

ＪＡの負担は農家の選果料に反映されるのがどの程度になるのか。またこれ

からのスケジュールは、との質疑に、選果料については、現在、把握できてい

ないが、スケジュールについては、３月中旬に計画承認及び内示の予定で、令

和８年２月中旬の完成を見込んでいる、との答弁があった。 

現在、農産物の価格が高値で推移しており、特に米の値段は高騰している。

毎年、京阪神市場へＪＡ関係者とともに、トップセールスを行っているが、継

続していくのか、との質疑に、トマトについては、非常に京阪神市場で高い評

価をいただいている。今後も引き続き、代表者の方々と市場へトップセールス

を行っていきたい、と町長から答弁があった。 

林業戦略課では、合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策事

業補助金はどのようなものか、具体的な導入効果は、との質疑に、高性能林業

機械の導入に対する補助金で、架線集材機を予定している。これは、無人で荷

受けする運搬ができるため、労働災害の未然防止、省力化、作業効率、低コス

ト化につながると期待している、との答弁があった。 

今後、架線集材は増えてくると思うが、町はタワーヤーダの導入や、路網の

整備は検討していないのか、との質疑に、タワーヤーダによる架線集材は慣れ
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ていない部分があり、コスト化、省力化につながらないという懸念があり、関

係者を交えて、伐採、集材方法について、意見交換しながら進めていきたい、

との答弁があった。 

林業研修センターの雨漏り修繕は、四国カルスト、姫鶴荘周辺の整備計画が

具体的にあるのか、との質疑に、現在のところ、具体的な計画がないので、関

係各課と協議して検討していきたい、との答弁があった。 

今後、架線集材が増えていくとのことであるが、近年、町内で架線集材は見

られなかった気がする。架線集材の技術者育成は、何か支援する予定があるの

か、との質疑に、愛媛県林業研究センターで講習を行っており、架線集材の資

格を取っている、との答弁があった。 

建設課では、道路事業負担金の減額は予定していた県の事業が実施できなか

ったことによる減額か、との質疑に、予定していた事業、路線数の変更ではな

く、事業費自体の減額である、との答弁があった。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

以上です。 

 

議  長  委員長の報告は終わりました。 

ここで委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

髙橋委員長、お引き取りください。 

各委員長の報告が終わりました。 

議案第２０号「令和６年度久万高原町一般会計補正予算（第６号）」につい

て、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２０号「令和６年度久万高原町一般会計補正予算（第６

号）」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第１６、議案第２１号から、日程第２１、議案第２６号までの令和６年

度特別会計補正予算に関する６件を一括議題にしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、日程第１６、議案第２１号から、日程第２１、議案第２６号ま

での令和６年度特別会計補正予算に関する６件を一括議題にすることに決定し

ました。 
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議  長  ここで、休憩を行います。             （午後２時３２分） 

２時４０分まで。 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に続き、会議を開きます。          （午後２時４１分） 

 

議  長  本案について、最初に、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 

（瀧野 志総務文教厚生常任委員長を指名） 

 

瀧野委員長  総務文教厚生常任委員会に付託されました議案第２１号、議案第２２号、議

案第２３号、議案第２４号、議案第２５号につきまして、３月６日に委員会を

開催して審査を行いましたので、その概要を一括して報告をいたします。 

議案第２１号「令和６年度久万高原町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）」 

予算の補正額は、総額１４０万３，０００円の減額補正で、累計１０億７，

２５５万４，０００円となります。 

歳出の主な内容は、一般療養給付費負担金の減額、１，０００万円。一般高

額療養費負担金の増額、１，０００万円。へき地直営診療所繰出金の減額、１

４０万３，０００円。 

歳入の主な内容は、国民健康保険税の増額、３１８万８，０００円。特別調

整交付金の減額、１４０万３，０００円。基金繰入金の減額、１，０００万円。

前年度繰越金の増額、３８１万６，０００円。普通交付金余剰返還金の増額、

２９９万６，０００円などとなっております。 

審査では、雑入の普通交付金余剰返還金とはどういった内容なのか、との質

疑に、国保連合会への給付金に余剰金が発生したことに伴う返還金、との答弁

がありました。 

また、国民健康保険事業は重要な事業であるが、人口減少に伴う会計への影
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響はどうか、との質疑に、人口減少が進む中、医療費も減少傾向であるが、今

後も様々な方面で検討して、対応していきたいとの答弁がありました。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案第２２号「令和６年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別会計補正

予算（第３号）」 

総額１４０万３，０００円の減額補正で、累計５，９５５万２，０００円と

なります。 

歳出の内容は、医療材料費の減額、１４０万３，０００円。歳入の内容は、

事業勘定繰入金の減額、１４０万３，０００円となっております。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案第２３号「令和６年度久万高原町後期高齢者医療保険事業特別会計補正

予算（第２号）」 

総額９００万円の減額補正で、累計１億７，３４５万円となります。 

歳出の内容は、後期高齢者医療広域連合納付金の減額、９００万円。 

歳入の内容は、現年度分特別徴収保険料の減額、９００万円となっておりま

す。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案第２４号「令和６年度久万高原町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）」 

総額１４４万２，０００円の増額補正で、累計１９億９２１万５，０００円

となります。 

歳出の主な内容は、居宅介護サービス計画給付費の増額、５００万円。介護

予防サービス給付費の増額、３００万円。高額医療合算介護サービス費の減額、

３８０万円。介護サービス相談員派遣事業費の減額、２２８万５，０００円。 

歳入の内容は、現年度分介護給付費国庫負担金の増額、１７３万円。現年度

分保険者努力支援交付金の増額、１９３万９，０００円。現年度分介護給付費

県費負担金の減額、１７６万１，０００円。介護保険事業運営基金繰入金の減
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額、１３８万５，０００円となっております。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案第２５号「令和６年度久万高原町訪問看護事業特別会計補正予算（第３

号）」 

歳入予算の総額は、補正前と同額の、累計５，２９８万５，０００円となり

ます。 

歳入の内容は、前年度繰越金の減額、４２万９，０００円。社会保険診療報

酬支払基金助成金の増額、４２万９，０００円となっております。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

以上、報告です。 

 

議  長  委員長報告が終わりました。 

ここで、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

委員長、お引き取りください。 

続きまして、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 

（髙橋末廣産業建設常任委員長を指名） 

 

髙橋末廣  産業建設常任委員会に付託された議案第２６号につきまして、３月７日に委 

委 員 長 員会を開催し審査を行いましたので、その概要を報告いたします。 

議案第２６号「令和６年度久万高原町凶荒予備事業特別会計補正予算（第３

号）」 

歳入歳出補正、総額７５１万３，０００円の増額補正で、累計２，１５４万
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３，０００円となります。 

歳出の主な内容は、凶荒予備基金積立金の計上、１，０００万円。奨学金貸

与金の減額、２５２万円。 

歳入の主な内容は、前年度繰越金の増額、６６２万４，０００円。 

審査では、毎年、凶荒予備組合の山林を伐採しているが、毎年必要とされる

資金相当を伐採しているのか。市況の状況により、収益の確保を行っているの

か、との質疑に、凶荒予備の山の管理については、森林組合に現状を調査して

もらい、手入れの必要なところを提案してもらって整備している、との答弁が

あった。 

森林組合の管理の下の収益については、関与していないのか、との質疑に、

収益の計画については、しっかり考慮しながら、資金計画を行っていきたい、

との答弁があった。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上です。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 

ここで、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

髙橋委員長、お引き取りください。 

各委員長の報告は終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 

 

議  長  まず、議案第２１号「令和６年度久万高原町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）」について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２１号「令和６年度久万高原町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号）」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第２２号「令和６年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別

会計補正予算（第３号）」について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２２号「令和６年度久万高原町国民健康保険診療所事業

特別会計補正予算（第３号）」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第２３号「令和６年度久万高原町後期高齢者医療保険事業特別

会計補正予算（第２号）」について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 
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報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２３号「令和６年度久万高原町後期高齢者医療保険事業

特別会計補正予算（第２号）」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第２４号「令和６年度久万高原町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）」について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２４号「令和６年度久万高原町介護保険事業特別会計補
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正予算（第３号）」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第２５号「令和６年度久万高原町訪問看護事業特別会計補正予

算（第３号）」について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号「令和６年度久万高原町訪問看護事業特別会計補

正予算（第３号）」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第２６号「令和６年度久万高原町凶荒予備事業特別会計補正予

算（第３号）」について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号「令和６年度久万高原町凶荒予備事業特別会計補

正予算（第３号）」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第２２、議案第２７号から、日程第２３、議案第２８号までの、令和６

年度事業会計補正予算に関する２件を一括議題にしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、日程第２２、議案第２７号から、日程第２３、議案第２８号ま

での令和６年度事業会計補正予算に関する２件を一括議題にすることに決定し
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ました。 

 

議  長  本案について、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 

（瀧野 志総務文教厚生常任委員長を指名） 

 

瀧野委員長  総務文教厚生常任委員会に付託されました議案第２７号、議案第２８号につ

きまして、３月６日に委員会を開催して審査を行いましたので、その概要を一

括して報告をしたいと思います。 

議案第２７号「令和６年度久万高原町立病院事業会計事業会計補正予算（第

２号）」 

収益主的収入及び支出。 

収入及び支出の予定額は、１７０万６，０００円の増額補正で、累計１０億

７９万３，０００円となります。 

支出の内容は、医業費用の給与費の増額、５２０万６，０００円、医業費用

の材料費の減額、３５０万円。 

収入の内容は、医学外収益の他会計負担金の増額、１７０万６，０００円と

なっております。 

審査では、整形外科が４月から休診となり、現在は外科で対応しているとの

ことだが、高齢者も多いため、整形外科の医師を招聘してもらいたいと思うが、

どう取り組まれているのかとの質疑に、県の医師会や求人サイトを活用して募

集を行うとともに、人脈による個人的な採用活動を行っている、との答弁があ

りました。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案２８号「令和６年度久万高原町立老人保健施設事業会計補正予算（第１

号）」 

収益的収入及び支出。 

収入及び支出の予定額は、２，０３０万円の増額補正で、累計３億６，２２

６万６，０００円となります。 
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支出の内容は、施設事業費用のうち給与費の増額、１，１３９万９，０００

円。施設事業費用のうち事業外費用の増額、８１万５，０００円。施設事業費

用のうち特別損失の増額、８０８万６，０００円。 

収入の内容は、施設事業収益の施設運営事業収益の増額、２，０３０万円と

なっております。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

以上、報告とします。 

 

議  長  委員長の報告は終わりました。 

ここで、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

瀧野委員長、お引き取りください。 

委員長の報告は終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 

 

議  長  議案第２７号「令和６年度久万高原町立病院事業会計補正予算（第２号）」

について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号「令和６年度久万高原町立病院事業会計補正予算

（第２号）」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  議案第２８号「令和６年度久万高原町立老人保健施設事業会計補正予算（第

１号）」について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 
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報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号「令和６年度久万高原町立老人保健施設事業会計

補正予算（第１号）」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  日程第２４、議案第２９号「令和７年度久万高原町一般会計予算」を議題と

します。 

本案について、最初に総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 

（瀧野 志総務文教厚生常任委員長を指名） 

 

瀧野委員長  総務文教厚生常任委員会に付託されました議案第２９号につきまして、３月

６日に委員会を開催して審査を行いましたので、その概要を報告いたします。 

議案第２９号「令和７年度久万高原町一般会計予算」 

令和７年度一般会計の歳入歳出当初予算額は、９２億７，９１０万１，００

０円、前年度比３億７，７８８万５，０００円の増額となります。 

歳入の主なものは、町税、８億７，１４９万６，０００円。地方譲与税、３

億７，１７６万円。地方交付税、４６億円。使用料及び手数料、１億５，５７

８万５，０００円。国庫支出金、７億８，９１６万６，０００円。県支出金、

５億４，７１４万３，０００円。寄附金、７，４００万円。繰入金、８億６，

７３１万７，０００円。繰越金、１億円。諸収入、１億５，３５３万５，００

０円。町債、４億６，３４０万円などとなっております。 

本委員会関係の歳出の主なものは、総務費では、地域運営協議会活動補助金、

８団体、８００万円。第３次久万高原町総合計画策定支援業務委託料、９９０

万円。久万落出線運行業務委託料、１，９２７万５，０００円。伊予鉄南予バ

スへの補助金、１，９４０万円。町議会議員選挙費、２，３８１万８，０００

円。参議院議員選挙、１，８６７万７，０００円。 
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民生費では、おもご高齢者生活支援ハウス指定管理料、１，０４７万１，０

００円。老人ホーム老人保護措置費負担金、３，４２３万６，０００円。高齢

者移動支援事業交通利用券、１，９２０万４，０００円。重度心身障害者医療

費助成金、４，５６０万円。障害福祉サービス費、３億３９８万４，０００円。

子ども医療費、１，２００万円。地域子育て支援拠点事業業務委託料、１，４

８０万２，０００円。教育・保育給付施設型給付費負担金、１億３，８４５万

６，０００円。 

衛生費では、柳谷診療所診療業務補償負担金、１，５００万円。乳幼児・児

童予防接種業務委託料、１，０２７万５，０００円。新型コロナワクチン接種

業務（法定分）委託料、１，８５４万円。住民健診業務委託料、１，５２６万

５，０００円。 

面河・美川・柳谷地区し尿収集運搬業務委託料、１，４３１万円。久万地区

し尿収集運搬業務委託料、１，５１０万３，０００円。面河・美川・柳谷地区

ごみ収集運搬業務委託料、１，８８７万円。一般廃棄物収集運搬車購入費、１，

６００万円。 

一般廃棄物処分業務委託料、５，４３９万３，０００円。 

し尿等運搬業務委託料、２，４８２万円。 

消防費では、小型動力ポンプ付軽四駆動積載車購入費、１，５００万円。 

避難所用小容量ポータブル電源購入費、３０６万５，０００円。 

教育費では、公立学校情報機器整備事業（タブレット更新：補助対象分）、

３，１２０万円。 

上浮穴高等学校振興対策協議会補助金、１，２０５万円。 

公民館分館指定管理料、１，４９１万２，０００円などとなっております。 

審査において、歳入予算では、災害防止対策事業債は、交付税の算入がある

のか、との質疑に、充当率は７０％である、との答弁がありました。 

国庫支出金の増額は、主にどのような要因かとの質疑に、デジタル基盤改革

支援補助金が本年度の新規事業となっており、増額の要因となっている、との

答弁がありました。 

行政規模が縮小する中、歳入についても縮小すると思うが、今後の財政運営

は乗り切れるのか。財政負担となるのは、町有施設の維持改修費で、しっかり
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と対策を立て、計画を立てるべきと思うが、との質疑に、事業実施においては、

補助金の確保を行いながら、事業の精査を行い、スクラップアンドビルドを推

進して取り組みたい。 

また、施設の今後の在り方等、発想の転換を行いながら、柔軟な考えの下、

持続可能なまちづくりとなるよう努めたい、との答弁がありました。 

歳出予算について。 

総務課関係では、昨年度実施したスマホ教室は、参加者が少なかったと思う

が、町民の皆さんが関心を持つような、健康づくりのアプリ等、メニューの工

夫をして実施してはどうか、との質疑に、住民の役立つようなアプリなども活

用しながら、それぞれ対応していきたい、との答弁がありました。 

集落支援員事業と地域運営協議会形成事業について、集落支援員の方たちが、

地域コミュニティの推進をしていくと思うが、自治会と地域運営協議会との関

係は、との質疑に、地域運営協議会は、その地域の課題解決に向けた取組を行

うもので、自治会の小さなコミュニティとは切り離して考えていきたい、との

答弁がありました。 

電算処理費については、かなりの予算となっており、国が進めるイニシャル

コストは、国費でみる形になるのか。ランニングコストを下げていくことは可

能なのか、との質疑に、回線使用料や、保守料であるが、当然、今後、検討を

重ね、下げていく努力も必要となってくる、との答弁がありました。 

防犯対策費における防犯カメラの設置については、今後は町や支所が主体と

なって設置し、一括管理してはどうか、との質疑に、公共施設については、町

で設置するか、検討する必要があり、進めていきたいと考えている。 

支所等も含め、今後検討していきたい、との答弁がありました。 

生活路線バス費については、前年度から増額となっているが、働き方改革や、

物価高騰を踏まえ、十分なのか、またはデマンドタクシー事業については、エ

リア拡大の要望もあるが、との質疑に、運行業務委託料については、事業者と

協議を行っているので、問題はないと認識している。 

デマンドタクシー事業については、今後、事業実施業者との協議も必要であ

るが、検討していきたい、との答弁がありました。 

公共交通対策については、基本計画はできているのが、整備計画ができてい
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ないと思う。高齢化が進む中、運転免許の返納などすると、移動手段がなくな

る。一日でも早く取り組む必要があると思うが、との質疑に、可能な限り、早

急に対策を講じていきたい、との答弁がありました。 

災害時において、水の確保は重要で、手動式浄水器の設置をしているが、防

災訓練等で実際に行ってみることが必要と思うが、との質疑に、防災訓練等の

計画を立てているので、協力いただき、体験していただきたい、との答弁があ

りました。 

住民課関係では、へき地医療対策の柳谷診療所事業業務補償負担金は、いつ

まで、どのようにするのか、との質疑に、地域医療として、それぞれの地域に

医療拠点を残す必要があるため、医療審議会等で審議いただきながら、今後も

検討していきたい、との答弁がありました。 

全体的な医療体制については、審議会等でしっかり議論されないといけない

が、人手不足で地域が大変なことになってくる。審議会について、早急に開く

予定はあるのか、との質疑に、現在、開催に向けて、関係課とも連携しながら

準備をしており、早急に開く方向で検討している、との答弁がありました。 

保健福祉課関係では、民生児童委員の関係について、人口減少も進んでいる

ため、担当地域を見直し、人員を減らす検討はどうなっているのか、との質疑

に、民生児童委員は、町全体で６６名の方に活動をいただいており、各地域に

よっては、調整をしていただいているが、全体で協議を行い、それぞれの支部

で調整するよう、協議を進めていきたい、との答弁がありました。 

こども園に預ける家庭が増えてきていると思うが、定員オーバーで待機者が

出てくるのではないか、との質疑に、現在、９６名の方が利用しており、今が

ピークであると考えている。今後は子供の数も減少すると思うが、定員を超え

る場合も想定して、関係各機関と調整を、今後図っていきたい、との答弁があ

りました。 

消防関係では、非常備の消防団員も、以前は７００名を超えていたが、今後

の消防団員のなり手については多いのか、それともそうでないのか、との質疑

に、消防団員の定数は、一度見直しを行っているが、既に定数を下回っている

状態を続いている。 

成り手不足は団のほうに協力いただき、勧誘も行っているが、若い方が入っ
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てもらえない現状である、との答弁があった。 

全国的になり手不足であるが、システムを変えたり、何らかの対応が必要と

思うが、との質疑に、全国的に消防団の定数が減っている現状で、負担となる

原因の見直しを図り、改善を行っている、との答弁がありました。 

教育委員会関係では、上浮穴高等学校振興費について、地元の生徒と町外か

ら来る生徒が逆転しかけていると聞くが、寮に入れない生徒の対策も必要とな

ってくるが、上浮穴高等学校存続については、どのように考えているのか、と

の質疑に、今後の問題については、課題であり、検討しなければならないと考

えている。地元の生徒が上高へ進みたいというように、努力していきたいとの

答弁がありました。 

小学校教育振興費に関して、以前、タブレットに移行して、パソコン教室は

なくしてはどうかと提案したが、現在、パソコン教室の運用は、との質疑に、

パソコン教室のパソコンについては、３つ分けて一括リースしており、リース

アップしたパソコンについては、撤去していっているとの答弁があった。 

公営塾運営支援事業について、当初は準備金６００万円、事業費２，０００

万円を予算していたが、どうしてこうなったのか、との質疑に、県外公募する

上で、生徒数の確保の観点から、業務委託方式で実施する方針でしたが、運営

するに当たり、上浮穴高校と協議したところ、進学に向けて、取組は学校で行

うとの方針が出たため、金額を抑えて、基礎学力のレベルアップを図ることと

したためである、との答弁がありました。 

預かり保育業務委託料に関して、園児の受入れ時間を朝７時からと、保育業

務を拡充するということであるが、どのように事業が変わると考えているのか、

との質疑に、現在、幼稚園に預けていただいている保護者においても、共働き

の方が多くなっており、朝の預かりを早めることで、仕事に支障なく預けるこ

とができるようになるので、来年度から始める、との答弁がありました。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

以上、報告とします。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 
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ここで、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

瀧野委員長、お引き取りください。 

続いて、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 

（髙橋末廣産業建設常任委員長を指名） 

 

髙橋末廣  産業建設常任委員会に付託された議案第２９号について、３月７日に委員会 

委 員 長 を開催して審査を行いましたので、その概要を報告いたします。 

議案第２９号「令和７年度久万高原町一般会計予算」 

予算の概要及び歳入予算については、総務文教厚生常任委員長より報告があ

りましたので、省略いたします。 

本委員会関係の歳出予算の主なものは、総務費では、寄附者への特産品、１，

７５０万円、ふるさと納税取扱い請負業務委託料、１，３０５万円、移住定住

に係る住環境整備支援事業補助金、２，１４０万円。 

農林水産業費では、鳥獣被害防止総合対策事業補助金、１，７８８万円。農

業公園研修生研修補助金、１，４６４万円。農業機械施設整備事業補助金、１，

４００万円。新規就農者育成総合対策補助金、４，９５０万円。中山間地域等

直接支払交付金、４，６９５万円。 

県営農地整備事業負担金、３，８０２万５，０００円。 

森林経営管理制度運用業務委託料、４，３９３万５，０００円。森林整備担

い手確保育成事業補助金、４，１３９万５，０００円。 

美しい森林づくり基盤整備交付金事業補助金、５，９０２万８，０００円。 

美しい森林づくり基盤整備交付金事業補助金、７，２１１万５，０００円。

木材加工流通施設整備事業補助金、３，５１８万９，０００円。 

林道路面整備・崩土除去作業業務委託料、３，４００万円。 
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商工費では、魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金、１，２００万円。 

中小企業振興資金預託金、１，６００万円。 

地域活性化起業人派遣元負担金、１，０８０万円。 

四国カルスト浄水整備増設工事設計監理委託料及び工事請負費、５，８９９

万３，０００円。 

土木費では、菅生地区公共残土処理場整備工事請負費、２，０００万円。 

町道上野尻線改良工事請負費、３，１６８万円。 

町道橋りょう（唐谷橋、貯木場橋）補修工事請負費、５，０００万円。 

渋草団地外壁等改修工事監理委託料及び工事請負費、４，８００万円などと

なっています。 

審査においては、歳入予算では、企業版ふるさと納税では、金銭によるもの

と、人材派遣という形があるが、人材派遣型は積極的に募集していないのは何

か理由があるのか、との質疑に、企業と町の合意が整うか、優秀な人材があれ

ばメリットもあるので拒むものではない。今後、話があれば受け入れたい、と

の答弁があった。 

企業版ふるさと納税については、寄付をいただいた場合は、お披露目の機会

を設け、積極的にアピールすることによって効果が出ると思うが、の質疑に、

企業側からすると、社会貢献のＰＲも行いたいと思うので、そのような機会は

積極的につくっていきたい、との答弁があった。 

まちづくり営業課関係では、ローカルベンチャー協議会ではどのようなこと

を行っているのか。取組を町内に広げて、しっかり水平展開すべきと考えるが、

との質疑に、地域の活力が低下している地方において、活躍する人材を発掘し

て、育成して、こういった人材を結びつけて、地域を活性化するという取組を

行っている。 

町民が参加しやすいように、広く周知、普及して、参加しやすいように努め

ていきたい、との答弁があった。 

地域運営協議会については、活動域を広げていけるような体制づくりが必要

であると思うが、支援の拡大方法を検討すべきではないか、との質疑に、地域

が活発に活動するようなものであれば、検討する必要もあるかと考えているの

で、今後、検討していきたいとの答弁があった。 
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脱炭素推進事業については、選考に漏れたという報告であったが、今後の取

組は、との質疑に、脱炭素の取組の合意形成を図り、プロポーザルで民間から

提案をいただいたことについて、町がどのように事業化していくか、報告しな

がら進めていきたい、との答弁があった。 

新たな公募を待って準備しているのか、との質疑に、今後、どのような手段

と方法で行うのがいいのか。民間との調整の中で、事業が実現に向かえる方法

の一つとして、先行地域があると考えている、との答弁が、副町長からあった。 

脱炭素事業においては、町民のためになるような、蓄電池の購入補助など、

具体的に効果が出やすく、活用したいと思うような取組が必要であると思うが、

との質疑に、環境エネルギーの推進という予算で、ゼロエネルギーハウスの設

置や、家庭用蓄電池、電気自動車の購入に係る補助を計上している、との答弁

があった。 

菅生の物産館みどりは、町内外の希望する事業者や、住民が行うイベントな

どを、フリースペースとして貸し付けるほか、漬物製造の施設改修などを考え

ては、との質疑に、フリースペースとしては一つのアイデアであると思うが、

条例の改正や、どの程度ニーズがあるのかなど、把握する必要がある。漬物製

造においては、具体的な事業者は見当たらず、収益的にも難しいと、担当課と

しては考えにくい、との答弁であった。 

町有観光施設の管理運営方法は、業種ごとの明快な種分けや、位置づけがで

きておらず、将来ビジョンがないように思うが、との質疑に、個々の施設ごと

に今後の取扱い方針を定めているが、施設の必要性や存続の判断など、大胆な

発想の転換に至っていないと認識している。 

点から面へ、施設の有効活用を議論できるような指針を計画していきたい、

との答弁があった。 

国の観光ビジョン構想会議においては、世界が訪れたい日本を目指し、国立

公園も世界水準のナショナルパークとしてブランド化しているが、こういった

認識はあるのか、との質疑に、石鎚山系や、面河・四国カルストエリアは大き

な可能性を秘めており、自然を有効に活用して、新たな観光サービスをという、

本町の観光振興を考える上で、最優先の課題であるというふうに認識している、

との答弁があった。 
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本町には、雄大な自然資源があり、それぞれに環境施設が存在しているが、

安直に指定管理制度や、無償貸与制度に頼るのではなく、自然を生かした観光

事業に意欲を持つ民間の事業参入も広く公募し、機会を逃すことなく、検討す

べきと考えるが、との質疑に、本町に置かれた状況を見れば、民間活力の呼び

込むための方策は非常に有効な手段と思っているので、積極的に導入していき

たい、との答弁があった。 

企業に人材の派遣から、観光協会の活動に対して、町の事業支援をするとし

ているが、具体的に想定しているか、との質疑に、観光プロフェッショナル人

材に着地型の旅行の開発であったり、アドベンチャーツーリズムや、エコツー

リズムなどの商品の開発とともに、事業者に総合的に指導をいただきながら、

財政的な支援活動を踏まえ、観光振興に取り組みたいとの答弁があった。 

四国カルスト広域連携推進協議会設立の目的は、共同プロモーションや、域

内のインフラ整備の要望活動も行うと聞いているが、四国エリア内の県道拡幅

や、町道四国カルスト高原線の道路改良事業の見通しは、との質疑に、広域的

地域活性化計画の中に、カルスト連携協議会が密接に関係して、要望活動を重

点的な取組として、積極的に行っていきたい、との答弁があった。 

清流面河の指定管理料は、指定管理検討委員会で検討した額とすべきではな

いか、との質疑に、令和７年度の当初の契約については、指定管理検討委員会

で決定した２８０万７，０００円として、契約の締結を行いたいとの答弁があ

った。 

農業戦略課関係では、町が町内の農業者や、町農業共済ＪＡなどにも協力を

求め、耕作放棄地などへの作付拡大を目指したり、商品開発や、販売に向けた

取組の計画は、との質疑に、久万高原町ブランドづくりの推進協議会で、雑穀

の生産振興、商品開発及び販売を行っている、との答弁があった。 

耕作放棄地への作付補助については、景観作物が中心となってくると思うが、

雑穀等に対しても、検討していただきたいとの質疑に、補助事業として活用で

きるか、今後検討していきたい、との答弁があった。 

国による新規就農確保緊急円滑化対策で、世代交代円滑化事業について、町

は要望調査を実施しているなど、推進に向けて取り組んでいるのか、との質疑

に、採択に当たり、研修やサポート体制など、９項目をポイント化し、高いも
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のから、県や国が認定することとなっており、研修を受けることが必須条件で

あるため、新規就農相談者や、アグリピア研修生の情報提供を行っている、と

の答弁があった。 

親元就農者の確保及び第三者継承で、農業を始められる人への確保をさらに

充実させるべきと考えるか、との質疑に、経済基盤の整備等、条件的優位性に

優れる親元就農者の確保は、地域産業の活性化にもつながっていくため、取り

組んでいきたいとの答弁があった。 

農業用水路についての改良は、受益者負担が必要であるが、受益者が減少し

て、管理し切れない水路では、雨のたびに集落に水があふれる事態となってい

る。防災の観点から、整備はできないのか、との質疑に、公共性の高いものに

ついては、建設課とも相談してやっている。関係課と協議しながら進めたい、

との答弁があった。 

林業戦略課関係では、民間レベルでは木質バイオマス発電事業が計画されて

いると聞くが、ＦＩＴを利用する発電事業であれば、２０年間の未利用材の供

給が必要となる。未利用材の安定供給に向けた町の取組は、との質疑に、様々

な形で支援を検討している。町の木質バイオマス協議会となるような組織を設

立して、町全体で取り組んでいきたい、との答弁があった。 

未利用材の供給不足等の事態を招かないためにも、補助金活用を行う林業作

業においては、将来を見据えた適切な対応が必要と考えるが、現状認識と、今

後の方針は、との質疑に、木質バイオマス協議会の中で、伐採や再造林につい

て検討し、ガイドラインを取りまとめて運用していきたい、との答弁があった。 

未利用材が安定して集材する仕組みを定着させるため、環境条例を活用して、

積極的に対処すべきであることから、必要な予算措置の計上を常に求めるが、

今後の方針は、との質疑に、令和７年度は仕組みづくりを行い、令和８年度か

ら計画的な生産を進め、取り組んでいきたいとの答弁があった。 

再造林、下刈り事業補助金による再造林の効果は、また再造林されない原因

は、との質疑に、令和５年度まで分析した結果、３６．４％が６２．８％まで

増加している。 

しかしながら、４割近くは再造林されない原因としては、利益を生むまでの

期間が長く、採算が合わないことや、育林の担い手不足、高齢化、不在地主の
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森林への関心が薄れたことと考えられる、との答弁があった。 

林業事業体や林業に関わる者を中心とした協議会をつくり、再造林に積極的

に関わる仕組みづくりが必要と考えるが、との質疑に、林業事業体が自主的に

伐採、搬出、再造林するガイドラインを設定して、将来にわたって森林を守っ

ていけるような働きかけを行っている、との答弁があった。 

森林環境税を利用して、木工所であったり、子供が遊べるような木育の施設

など、久万高原町らしい施設を整備していくべきだと思うが、との質疑に、木

工によるアクセサリーをつくる団体が、来年度結成される予定もあるので、町

として支援していきたい、との答弁があった。 

建設課関係では、空き家再生等推進事業については、空き家の危険家屋除去

タイプとの共用事業タイプ、空き家活用事業タイプがあるが、と思うが、空き

家を活用した木工関係の施設に改修できるのであれば考えられるか、との質疑

に、町では、リフォームに対する補助は行っていない。都市再生等の計画があ

れば、可能ではないかと考えるので、今後、調査研究していきたい、との答弁

があった。 

幹線道路沿いの育林された木は、経済林になりにくく、放置され、災害時の

運行障害、通行障害にもなり得ると考えるが、景観伐採も踏まえ、進めていく

ことについては、との質疑に、景観伐採については、実績もあり、効果も大き

いと考えている。候補地の選定等、所有者の協議が調えば、積極的に進めたい、

との答弁があった。 

大宝住宅については、町の中心部にあり、以前は人気があったが、単身者が

入居できない。公営住宅に比べ、家賃が高い。部屋に湿気がこもり、カビやす

いなどの理由で、最近は空き家が目立っている。いろいろな対策をしても、入

居者がいない場合には、用途廃止や、家賃の変更等研究されているのか、との

質疑に、公営住宅法の関係があるので、まずは愛媛県に確認等を取っていきた

い、との答弁があった。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上です。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 
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ここで委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  産建の委員の一人でもありますけれども、今、委員長報告の中で、清流面河

の件で、２８０万の予算締結のところで、一時、紛糾したはずです。 

検討委員会で決まった初期の契約料、これをみだりに変えるべきではないと

いうことで、町が増額をしておりましたところを絞って、当初の２８０万何が

しで契約するようにという取決めをしたはずです。 

そして、もう一つ大事なことは、予算の余裕額があることは望ましいことで

はないと。だから、これは直近の議会等において、減額をするということを、

副町長等と申合せをして、副町長のほうから、常任委員会において、しっかり

と答弁をしたはずなんですが、そこがなぜ抜けているんでしょうか。 

 

髙橋末廣  先ほど報告した、その件につきましては、指定管理検討委員会で検討した額 

委 員 長 とすべきではないかという、先ほどの質疑に、令和７年度の当初の契約につい

ては、指定管理検討委員会で決定した２８０万７，０００円として契約締結を

行いたいということで、本来の額に戻ったのだということに解釈をいたしてお

ります。 

詳細については、理事者のほうから答弁をお願いします。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  常任委員会で答弁があったことを、なぜ削るんですかということを聞いてい

るんですよ。 

これは、最終的に委員長がまとめたんでしょう。これ、事務局がまとめたに

しても、一番大事なところ、副町長と話ししたのは、余裕予算を持つことは、

原則としてはおかしいと。だから、ここは、本来あるべき姿の予算額に直すべ

きだと、そういう形で申し上げた。副町長からそういう答弁が、実際あったん
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です。 

あったにもかかわらず、それをなぜ削ったんですか。おかしいんじゃありま

せんか。 

 

議  長  暫時休憩いたします。               （午後３時３９分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に続き、会議を開きます。          （午後４時０５分） 

 

（髙橋末廣産業建設常任委員長を指名） 

 

髙橋末廣  先ほどの報告で、岡部議員から意見があった件について、確認いたしました。 

委 員 長  清流面河の指定管理料については、予算の計上額ではなく、当初に指定管理

の議決でいただいた時点での決定額である２０８万７，０００円で契約し、余

剰となる予算については、できるだけ早い時期に減額補正させていただくとの

答弁があったことを、報告に追加させていただきます。 

以上です。 

 

議  長  ほかにありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  髙橋末廣委員長、お帰りください。 

各委員長の報告が終わりました。 

議案第２９号「令和７年度久万高原町一般会計予算」について、質疑を行い

ます。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑をなしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なし認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号「令和７年度久万高原町一般会計予算」は、委員

長報告のとおり可決しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第２５、議案第３０号から、日程第３０、議案第３５号までの令和７年

度特別会計予算に関する６件を一括議題にしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、日程第２５、議案第３０号から、日程第３０、議案第３５号ま

での、令和７年度特別会計予算に関する６件を一括議題にすることに決定しま

した。 
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最初に、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 

（瀧野 志総務文教厚生常任委員長を指名） 

 

瀧野委員長  総務文教厚生常任委員会に付託されました議案第３０号、議案第３１号、議

案第３２号、議案第３３号、議案第３４号につきまして、３月６日に委員会を

開催して審査を行いましたので、その概要を一括して報告をいたします。 

議案第３０号「令和７年度久万高原町国民健康保険事業特別会計予算」 

令和７年度国民健康保険事業特別会計の当初予算は、１０億２，５７７万１，

０００円、前年度比４，６４３万３，０００円の減額となりました。 

歳出の主な内容は、一般被保険者の療養給付費６億６，１１０万３，０００

円、一般被保険者の高額療養費１億１１２万６，０００円、一般被保険者医療

給付費に係る納付金１億４，１３７万２，０００円。一般被保険者後期高齢者

支援金等納付金、４，６４３万９，０００円。 

歳入の主な内容は、国民健康保険税、１億３，０８４万７，０００円、国保

給付費等県交付金、普通交付金７億６，７２９万９，０００円。一般会計繰入

金、９，２６３万９，０００円などとなっています。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案第３１号「令和７年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別会計予算」 

歳入歳出予算、令和７年度国民健康保険診療所事業特別会計の当初予算額は、

４，７０９万６，０００円、前年度比較、１１８万５，０００円の減額となり

ました。 

歳出の主な内容は、父二峰診療所、歳出総額、２，０６５万１，０００円。 

人件費、光熱水費等の総務管理費、１，３００万５，０００円。医薬材料

費・検査委託料等の医業費、７５９万６，０００円。 

面河診療所、歳出総額、２，６４４万５，０００円。人件費・光熱水費等の

総務管理費、２，２１０万５，０００円。医薬材料費・検査委託料等の医業費、

４２９万円。 

歳入の主な内容は、外来収入、１，７４６万９，０００円。一般会計繰入金、
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７８５万６，０００円。事業勘定繰入金、１，４２４万４，０００円などとな

っています。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案３２号「令和７年度久万高原町後期高齢者医療保険事業特別会計予算」 

令和７年度後期高齢者医療保険事業特別会計の当初予算額は、１億８，３８

９万６，０００円。前年度比８０８万５，０００円の減額となりました。 

歳出の主な内容は、職員の給料並びに手当等の人件費及び事務費等の一般管

理費８３０万５，０００円。後期高齢者医療広域連合への納付金、１億７，４

７８万１，０００円。 

歳入の主な内容は、後期高齢者医療保険料、９，９２８万８，０００円。一

般会計繰入金、８，３７９万９，０００円などとなっています。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案第３３号「令和７年度久万高原町介護保険事業特別会計予算」 

令和７年度久万高原町介護保険事業特別会計歳入歳出予算。 

令和７年度介護保険事業特別会計の当初予算額は、１７億６，１１０万円、

前年度比較１，７７２万１，０００円の減額となりました。 

歳出の主な内容は、介護報酬支払いに要する経費等の介護サービス等諸費、

１４億４，６２４万４，０００円。介護報酬支払いに要する経費等の介護予防

サービス等諸費、４，７３４万３，０００円。 

費用が高額になった場合の負担軽減に要する費用の高額介護サービス等費、

５，０４９万６，０００円。施設入所者の居住費等の軽減に要する費用の特定

入所者介護サービス等費、６，６１２万２，０００円。 

介護予防事業費や日常生活支援総合事業費、３，３２２万１，０００円。包

括的支援事業・任意事業費、４，５２３万５，０００円。 

歳入の内容は次のとおりです。 

第１号被保険者介護保険料、２億３，４１０万９，０００円。介護給付費国

庫負担金、２億８，６８８万３，０００円。財政調整交付金、２億１，４６０

万３，０００円。介護給付費支払基金交付金、４億３，７６６万円。介護給付
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費県負担金、２億３，９９３万１，０００円。介護給付費一般会計繰入金、２

億２６２万１，０００円、その他一般会計繰入金、５，３０１万７，０００円

などとなっています。 

審査では、第９期の介護保険事業計画であるが、介護施設、デイサービスな

どを利用する方々からは、どのような意見があるのか。また、介護保険事業に

ついては、順調に運営がされているのか、との質疑に、本年度については順調

に推移している。 

町内の事業所においては、高齢化、人材不足とのことであるが、今のところ

サービスを利用する町民の方には不利益は被っていないと考えている、との答

弁がありました。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第３４号「令和７年度久万高原町訪問看護事業特別会計予算」 

歳入歳出予算。令和７年度訪問看護事業特別会計の当初予算額は、４，７５

２万６，０００円、前年度比較、９０４万１，０００円の増額となりました。 

歳出の主な内容は、人件費、４，１９７万３，０００円、事業費、１８１万

円。看護業務委託料、２００万円。 

歳入の主な内容は、療養費収入、６４８万円。介護報酬、１，１８８万円。

利用者負担金、２４０万円。前年度繰越金、２，６７３万８，０００円などと

なっています。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

以上報告とします。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 

ここで、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 
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瀧野委員長、お引き取りください。 

 

議  長  続いて、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 

（髙橋末廣産業建設常任委員長を指名） 

 

髙橋末廣  産業建設常任委員会に付託された議案第３５号について、３月７日に委員会 

委 員 長 を開催し、審査を行いましたので、その概要を説明いたします。 

議案第３５号「令和７年度久万高原町凶荒予備事業特別会計予算」 

歳入歳出予算。令和７年度凶荒予備事業特別会計の当初予算額は、１，３０

４万円。前年度比較、２１６万２，０００円の減額となりました。 

歳出の主な内容は、作業道等補修や分収林地植栽等の財産管理費、４９３万

２，０００円。奨学資金貸付金、７５６万円。 

歳入の主な内容は、前年度繰越金、８２７万４，０００円。学資貸与償還金、

４２４万６，０００円となっております。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上です。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 

ここで委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

髙橋委員長、お引取りください。 

 

議  長  各委員長の報告が終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 
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議  長  議案第３０号「令和７年度久万高原町国民健康保険事業特別会計予算」につ

いて、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号「令和７年度久万高原町国民健康保険事業特別会

計予算」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第３１号「令和７年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別

会計予算」について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号「令和７年度久万高原町国民健康保険診療所事業

特別会計予算」は、委員長報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第３２号「令和７年度久万高原町後期高齢者医療保険事業特別

会計予算」についての質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号「令和７年度久万高原町後期高齢者医療保険事業

特別会計予算」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第３３号「令和７年度久万高原町介護保険事業特別会計予算」

について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号「令和７年度久万高原町介護保険事業特別会計予

算」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第３４号「令和７年度久万高原町訪問看護事業特別会計予算」

について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号「令和７年度久万高原町訪問看護事業特別会計予

算」は、委員長の報告のとおり可決しました。 
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議  長  続いて、議案第３５号「令和７年度久万高原町凶荒予備事業特別会計予算」

について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号「令和７年度久万高原町凶荒予備事業特別会計予

算」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第３１、議案第３６号から、日程第３４、議案第３９号までの、令和７

年度事業会計予算に関する４件を一括議題としたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、日程第３１、議案第３６号から、日程第３４、議案第３９号ま

での、令和７年度事業会計予算に関する４件を一括議題にすることに決定しま

した。 

本案について、最初に、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 

（瀧野 志総務文教厚生常任委員会委員長を指名） 

 

瀧野委員長  総務文教厚生常任委員会に付託された議案第３６号、議案第３７号につきま

して、３月６日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その概要を一括し

て報告いたします。 

議案第３６号「令和７年度久万高原町立病院事業会計予算」 

業務の予定量、病床数。一般病床、６０床。入院患者数、年間１万７，５２

０人。外来患者数、年間、２万５，１７０人。 

収益的収入及び支出。 

収入及び支出の予定額は、１０億４，７３４万３，０００円。令和６年度の

予定額と比較すると、５．４％の増額となっています。 

収入の主な内容は、医業収益、８億４，７０８万円。医業外収益、２億２６

万３，０００円。 

支出の主な内容は、医業費用、１０億２，４７９万円。医業外費用、２，１

９５万３，０００円。 

資本的収入及び支出。 

収入の予定額は、３，２２３万４，０００円。支出の予定額は、４，８９８

万７，０００円。 

収入の主な内容は、企業債、６３０万円。他会計からの長期借入金、６３０

万円。他会計負担金、１，９６３万４，０００円。 

支出の主な内容は、建設改良費、１，７２４万４，０００円。企業債の元金

償還金、１，６６５万１，０００円。他会計からの長期借入金償還金、１，５

０９万２，０００円 
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収入の不足額、１，６７５万３，０００円は、損益勘定保留資金での補塡で

あります。 

他会計からの補助金及び負担金。 

収益的収入、１億６，４２８万８，０００円。資本的収入、２，５９３万４，

０００円などとなっています。 

審査では、今年度から公立病院経営強化プランに沿った病院運営を進めてい

ると思うが、強化プランの柱の一つである地域包括ケア病床について、一般病

床との違い、収益的な違いは、との質疑に、一般病床は患者の希望を最優先さ

せ、回復させるものに対し、地域包括ケア病床は、治療と同時に在宅期を前提

として、治療、介護、看護、リハビリを行うものとなっている。 

また、収益的には、１日１床当たり３，０００円から４，０００円の収益増、

との答弁がありました。 

地域包括ケア病床の運用状況は、との質疑に、令和５年８月から、療養病床

を廃止し、一般病棟の６０床にした時点では８床であったが、経営強化プラン

の策定に伴い、令和６年４月に１２床、令和６年１０月に１６床、今年３月１

日から２０床に増床している、との答弁がありました。 

病院の経営状況を考えると、今後も地域包括ケア病床を増やすべきであると

思うが、との質疑に、増床させていく方向ではあるが、状況を見極めながら判

断していきたい、との答弁があった。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

議案第３７号「令和７年度久万高原町立老人保健施設事業会計予算」を議題

とします。 

議案の予定量、入所者定員、５０床、通所者定員、２５人。 

年間療養者数、入所者、１万７，９６５人、通所者、５，２１０人。 

１日平均療養者数、入所者、４９．２人、通所者、２３．７人。 

収益的収入及び支出。 

収入及び支出の予定額は、３億６，６７１万９，０００円となっています。 

令和６年度の予定額と比較をしますと、７．２％の増額となっています。 

収入の主な内容は、施設運営事業収益、３億９９２万円。施設運営事業外収
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益、５，６７７万９，０００円。 

支出の主な内容は、施設運営事業費用、３億６，３９７万４，０００円。施

設運営事業外費用、２１４万５，０００円。 

資本的収入及び支出。 

収入の予定額は、２，３３９万７，０００円で、支出の予定額は、３，６１

６万３，０００円となっています。 

収入の内容は、他会計負担金、２，３３９万７，０００円。 

支出の内容は、建設改良費で１００万円。企業債の元利償還金、３，４８２

万３，０００円。 

収入の不足額、１，２７６万６，０００円は、損益勘定留保資金で補塡をし

ております。 

他会計からの補助金。 

収益的収入、４，５８８万７，０００円、資本的収入、２，３３９万７，０

００円となっています。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

以上で報告とさせていただきます。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 

ここで、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

瀧野委員長、お引き取りください。 

 

議  長  続いて、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 

（髙橋末廣産業建設常任委員会委員長を指名） 



 

－ 71 － 

 

髙橋末廣  産業建設常任委員会に付託された議案第３８号、議案第３９号について、３ 

委 員 長 月７日に委員会を開催して審査を行いましたので、その概要を一括して報告い

たします。 

議案第３８号「令和７年度久万高原町簡易水道事業会計予算」 

１、業務の予定量。 

給水戸数、３，９００戸。年間総配水量、１００万立方メートル。１日平均

配水量、２，７４０立方メートル。主要な建設改良費、８，６００万円。 

２、収益的収入及び支出。 

収入及び支出の予定額は、３億７，７３０万７，０００円となっています。

令和６年度の予定額と比較すると、収入及び支出の予定額は、１０３万８，０

００円、率にして０．３％の増額となっています。 

収入の内容は、営業収益、１億２，３５５万８，０００円。営業外収益２億

５，３７４万９，０００円。支出の主な内容は、営業費用、３億４，６３４万

７，０００円。営業外費用、３，０８６万円。 

３、資本的収入及び支出。 

収入の予定額は、２億５，７０６万２，０００円で、支出の予定額は、３億

３３７万６，０００円となっています。 

収入の主な内容は、企業債、３，３７０万円。補助金、１００万円。他会計

繰入金、１億８，７７８万２，０００円。他会計からの長期借入金、３，３７

０万円。 

支出の内容は、建設改良費、９，３５０万円。企業債償還金、２億９８７万

６，０００円。収入の不足額、４，６３１万４，０００円は、損益勘定留保資

金で補塡いたします。 

４、他会計からの補助金及び負担金。 

収益的収入、４，５１５万３，０００円。資本的収入、１億８，７７８万２，

０００円となっています。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第３９号「令和７年度久万高原町下水道事業会計予算」 

１、業務の予定量。 
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整備人口、４，４５０人。年間汚水処理水量、４４万５，０００立方メート

ル。１日平均処理水量、１，２２０立方メートル。主な建設改良費、１，０２

７万３，０００円となっております。 

２、収益的収入及び支出。 

収入及び支出の予定額は、４億１，１６０万２，０００円となっています。 

令和６年度の予定額と比較すると、収入及び支出の予定額は、３，３８１万

２，０００円。率にして、８．９％の増額となっています。 

収入の主な内容は、営業収益、８，６３５万５，０００円。営業外収益、３

億２，３６７万９，０００円。 

支出の主な内容は、営業費用、３億７，９４９万４，０００円。営業外費用、

３，０５０万８，０００円。 

３、資本的収入及び支出。 

収入の予定額は、１億２，６０４万５，０００円で、支出の予定額は、２億

１，２５６万３，０００円となっています。 

収入の内容は、企業債、１億６００万円。補助金、１，８８４万３，０００

円。負担金等、１２０万２，０００円。 

支出の内容は、建設改良費、１，０２７万３，０００円。企業債償還金、２

億２２９万円。 

収入の不足額、８，６５１万８，０００円は、損益勘定留保資金で補塡いた

します。 

４、他会計からの補助金及び負担金。 

収益的収入、２億８６４万４，０００円。資本的収入、１，５９４万２，０

００円となっています。 

審査では、マンホールポンプの修繕費が計上されているが、マンホール周辺

の状況変化については、専門業者による適切な管理が必要と思うが、現状、ど

のように行っているか、との質疑に、点検管理は専門業者に委託しており、定

期的な巡回により、周辺の地盤が下がっている状況が見られる場合には、適宜、

事業工事を実施している、との答弁があった。 

非常事態に備えた、専門知識を備えたＯＢ、あるいは専門機関との連携協力

は取れているのか、との質疑に、ＢＣＰ業務の継続計画を策定しているが、実
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際に災害が起きた場合は、マンホール不足が心配されるため、早急に検討して

いく必要がある、との答弁があった。 

能登では、震災時に液状化によるマンホールの浮き上がりが、復旧に時間を

要したとのことであるが、浮き上がりを押さえている工法があると聞いた。現

状では、浮き上がり対策は取っているのか、との質疑に、当町は、基礎地盤が

岩盤であるために、液状化のおそれはないとされているが、なお調査を行い、

検討していきたい、との答弁があった。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上です。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 

ここで委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

髙橋委員長、お引き取りください。 

 

議  長  各委員長の報告が終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 

 

議  長  まず、議案第３６号「令和７年度久万高原町立病院事業予算」について、質

疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 
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討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号「令和７年度久万高原町立病院事業会計予算」は、

委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第３７号「令和７年度久万高原町立老人保健施設事業会計予算」

について、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 
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お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号「令和７年度久万高原町立老人保健施設事業会計

予算」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第３８号「令和７年度久万高原町簡易水道事業会計予算」につ

いて、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号「令和７年度久万高原町簡易水道事業会計予算」

は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  続いて、議案第３９号「令和７年度久万高原町下水道事業会計予算」につい

て、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号「令和７年度久万高原町下水道事業会計予算」は、

委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第３５、議案第４０号から、日程第３６、議案第４１号の指定管理者の



 

－ 77 － 

指定に関する２件を一括議題としたいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号から議案第４１号の指定管理者の指定に関する２

件を一括議題にすることに決定しました。 

本案について、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 

（髙橋末廣産業建設常任委員会副委員長を指名） 

 

髙橋末廣  産業建設常任委員会に付託された議案第４０号、議案第４１号につきまして、 

委 員 長 ３月７日に委員会を開催して審査を行いましたので、その概要を一括して報告

いたします。 

議案第４０号「久万高原町面河特産品開発センターの指定管理者の指定につ

いて」 

現在の指定管理者の指定期間の満了に伴い、当該施設の指定管理者として、

管理運営実績のあるおもごふるさとの駅実行委員会を、引き続き指定管理者と

して指定するものです。 

指定期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日となっています。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第４１号「久万高原町おもごふるさと市場の指定管理者の指定について」 

現在の指定管理者の指定期間の満了に伴い、当該施設の指定管理者として、

管理運営実績のあるおもごふるさとの駅実行委員会を、引き続き指定管理者と

して指定するものです。 

指定の期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までとなってい

ます。 

審査した結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものといたしました。 

以上です。 
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議  長  委員長の報告が終わりました。 

ここで委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

髙橋委員長、お引取りください。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 

 

議  長  議案第４０号「久万高原町面河特産品開発センターの指定管理者の指定につ

いて」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号「久万高原町面河特産品開発センターの指定管理

者の指定について」は、委員長の報告のとおり可決しました。 

 

議  長  議案第４１号「久万高原町おもごふるさと市場の指定管理者の指定につい

て」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号「久万高原町おもごふるさと市場の指定管理者の

指定について」は、委員長の報告のとおり可決いたしました。 
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議  長  日程第３７、請願第１号「久万高原町内で設立される自然再生協議会への町

の加入協力依頼について」を議題とします。 

本案について、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 

（髙橋末廣産業建設常任委員長を指名） 

 

髙橋末廣  産業建設常任委員会に付託されました、請願第１号「久万高原町内で設立さ 

委 員 長 れる自然再生協議会への町の加入協力依頼について」の請願について、３月７

日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その結果を報告いたします。 

審査では、最初に、請願の提出者である由良野の森自然再生協議会（仮称）

準備会事務局の特定非営利活動法人 由良野の森代表理事 鷲野 宏さんから、

その理由と趣旨説明がありました。 

質疑では、加入に賛同する者には、町内の林業者や林業事業体もおられるの

か。町が加わり、何を具体的に行うのか。活動をする中、地域の方々との関係

性や協力体制は、などの質疑や、奥山の植林が難しいような土地を利用して、

癒やしや見守りをさせていこうという活動は、経済林を中心とした町主体の取

組に加えて、各方面の方々の民間ベースの取組が欠かせないと感じている、と

の意見がありました。 

討論では、豊かな自然を売り物にする本町だからこそ、県内、ほかの市町に

先駆けて法定協議会を設置し、協議する場を設ける必要がある。今後、法定協

議会が設立された場合には、久万林業との共存共栄を設立趣旨等に入れて、そ

の活動が前向きに進むべきである、との討論がありました。 

採決した結果、賛成者３、反対者２。採択すべきもの多数と認め、請願第１

号は採択すべきものと決定をいたしました。 

以上です。 

 

議  長  委員長の報告が終わりました。 

ここで、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  ただいま委員長のほうから、請願に関する委員長報告がありましたけれども、

ここでどうしても委員長に確認をさせていただきたいと思います。 

委員会におきまして、挙手による採決が行われた際、可否同数ではない中で、

委員長が反対の確認で挙手をし、請願に係る自らの意思を表明され、よって可

否同数と宣言され、その行為に複数の出席委員は唖然としましたが、一部委員

から指摘を受けて、委員長自らが採決結果を改めて、委員会として請願の採択

となりましたが、これは一歩間違えば、全く違う採決結果になる可能性があり、

公正であるべき議事運営上の危うさを感じてしまいました。 

今後の議会運営を心配し、あえて確認をさせていただきます。 

住民から信頼される議会であるべき中で、議事運営における、委員長として

果たすべき責務、役割について、髙橋委員長の御見解をお聞きいたします。 

 

議  長  （髙橋末廣産業建設常任委員長を指名） 

 

髙橋末廣  私の不徳の致すところでございました。 

委 員 長  ここで、そういったことに対して、訂正し、おわびを申し上げます。 

よろしいですか。 

 

議  長  質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

髙橋委員長、お引き取りください。 

これより討論に入ります。 

討論される方はございませんか。 
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（阪本雅彦議員を指名） 

 

阪本議員  私は、この請願について、反対の立場から討論いたします。 

まず、常任委員会において、複数の委員から質疑された、町の基幹産業であ

る林業との関係については懸念には及ばない、との答弁がありましたが、請願

文書にはその記述がありません。 

また、事前に町も自然再生協議会への加入協力依頼があった際に、同様の懸

念がある旨を伝えていると伺っております。 

そもそも自然再生推進法のうたう、過去に失われた生態系、そのほかの自然

環境を取り戻すことを目的とするという定義と、通直完満で、均質な優良材の

生産のために、人の手を惜しみなく注ぐ久万林業は相入れないものだと思いま

す。 

それにもかかわらず、町の後期基本計画から、自然環境を保全するまちが産

業振興や生活環境よりも重視されているとする住民アンケートを引用し、自然

再生協議会の主張に沿う記述はある一方、林業との関係における懸念を払拭し

た請願とはなっておりません。 

また、町には法定協議会への加入を促し、広報や法令指導を求めているもの

の、自然再生協議会の目指す理念や、目標は示されておりません。法定協議会

への展開後、理念、構想を確立するとしても、目指す町内における自然の再生

の姿を明確に示しておらず、不十分な内容の請願と言わざるを得ません。 

このことから、本議会が請願を採択することは適切でないと考えます。 

私は、不採択とすべきと考えます。 

以上、反対討論といたします。 

 

議  長  ほかに討論される方はございませんか。 

 

（大原貴明議員を指名） 

 

大原議員  私は、今回の請願に賛成の立場で討論をいたします。 

林業先進地であります久万高原町が、これから先もずっと良質な木材を供給
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し続け、収益性を確保すると同時に、その資源を永続的に活用するためには、

豊かな自然環境を保全することは必要であると考えております。 

県内一の林業の町である久万高原町がそれを両立できれば、非常にすばらし

いことであるのではないかなというふうに思います。 

今回の請願内容は、その第一歩になるものと理解をいたしますけれども、何

をおいても大切なことは、自然再生、それから環境保全、こういった名の下に、

久万高原町の主産業であり、先祖から受け継がれてきた久万林業そのものが否

定されることは決してあってはならないということです。 

林家や林業事業者の実施する事業に、この請願を採択したことによって、影

響を及ぼすことは決してないようにしていただきたい。 

請願者並びにこの協議会の設立を目指す主要な方々は、このことを決して忘

れることがありませんよう、設立の目的などには、久万林業との共存を図るこ

とを明確に記載をしていただきたいと思います。 

このことをしっかりとお伝えいたしまして、今回の請願の趣旨には賛成をい

たします。 

以上でございます。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  私も、賛成の立場で討論をさせていただきます。 

この請願は、自然再生推進法に基づき、町の自然再生協議会への加入につい

ての協力依頼の請願であります。 

森林林業基本法においても、森林には国土保全や水源涵養、地球の温暖化防

止など、森林の多面的機能を発揮させることを基本理念とされています。 

内容についても、町の行う計画に沿ったものであると確認をし、今後想定さ

れる南海・東南海地震や、地球温暖化により、海水温の上昇で起こるゲリラ豪

雨、台風の大型化など、町は災害対策を義務づけられています。 

この請願はそれを防ぐ目的であり、町は協議会に参加をし、町民を守る責任

があります。 

よって、私は賛成の立場での討論とさせていただきます。 
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議  長  ほかに討論ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論を終わります。 

これより採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

請願第１号に対する委員長の報告は採択です。この請願は、委員長の報告の

とおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

議  長  賛成者６名。 

  同数です。 

したがって、地方自治法第１１６号第１項の規定によって、議長が本件に対

して、採択します。 

請願第１号「久万高原町内で設立される自然再生協議会への町の加入協力依

頼について」は、議長は採択とします。 

したがって、請願第１号「久万高原町内で設立される自然再生協議会への町

の加入協力依頼について」は、委員長報告のとおり、採択することに決定しま

した。 

 

議  長  ここで、お諮りします。 

時間延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、時間延長することに決定しました。 
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ここで、しばらく休憩いたします。         （午後４時５８分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に続き、会議を開きます。          （午後５時０９分） 

お諮りします。 

お手元に追加議事日程が配付されています。これを日程に追加し、議題にし

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、日程に追加して議題とすることに決定しました。 

 

議  長  追加日程第１、報告第２号「工事変更請負契約の締結に関する専決処分の報

告について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

 

（菅住民課長を指名） 

 

菅 課長  議案に基づき報告 

 

議  長  報告が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

以上で、報告第２号を終わります。 
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議  長  追加日程第２、発議第４号「久万高原町議会の個人情報の保護に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  発議の趣旨説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

瀧野議員、お引き取りください。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

発議第４号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 
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したがって、発議第４号「久万高原町議会の個人情報の保護に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決しました。 

 

議  長  追加日程第３、議案第４２号「久万高原町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（菅住民課長を指名） 

 

菅 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４２号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号「久万高原町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定について」は、原案のとおり可決しました。 

 

議  長  追加日程第４、議案第４３号「令和６年度久万高原町一般会計補正予算（第

７号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西村総務課長を指名） 

 

西村課長  議案に基づき歳入・全般説明 

議案に基づき歳出説明 

（２款１項 目） 

（４款１項 目） 

（９款１項 目） 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  一般会計の補正予算のかがみになりますが、ここでは「７号」とされていま

すけれども、文面中は「６号」になっています。どちらが合っているんでしょ

うか。 

 

議  長  （西村総務課長を指名） 

 

西村課長  岡部議員の質疑にお答えします。 

議案書の１ページ目の文面、「第６号は」というところが、申し訳ございま
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せん。「第７号」の誤りでございまして、訂正をさせていただきます。 

申し訳ございません。 

 

議  長  ほかにありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４３号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号「令和６年度久万高原町一般会計補正予算（第７

号）」は、原案のとおり可決しました。 

 

議  長  追加日程第５、議案第４４号「令和６年度久万高原町国民健康保険診療所事

業特別会計補正予算（第４号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（沖中病院事業等統括事務長を指名） 
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沖中事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４４号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号「令和６年度久万高原町国民健康保険診療所事業

特別会計補正予算（第４号）」は、原案のとおり可決しました。 

 

議  長  追加日程第６、議案第４５号「動産の取得について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（大野消防本部消防長を指名） 
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大野消防長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４５号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

したがって、議案第４５号「動産の取得について」は、原案のとおり可決し

ました。 

 

議  長  追加日程第７、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（河野町長を指名） 



 

－ 92 － 

 

町  長  諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」です。 

下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求め

ます。 

令和７年３月１４日提出 久万高原町長。 

住所 久万高原町上野尻甲９８４番地 

氏名 玉泉 豊 

生年月日 昭和３１年７月１９日 

提案理由でございますが、今回の推薦は、令和７年６月３０日付で、３年間

の任期満了に伴うもので、推薦候補者の玉泉 豊氏は、令和元年に就任されて

以来、地域住民のために積極的に人権思想の普及高揚に努め、活躍をされてお

られます。 

つきましては、今回、再任として推薦するものであります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 
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諮問第１号は、原案のとおり、適任と答申することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」は、理事者

提案のとおり、適任と答申することに決定しました。 

 

議  長  追加日程第８、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  諮問第２号でございます。同じく、人権擁護委員候補者の推薦でございます。 

下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求め

るものです。 

令和７年３月１４日提出 久万高原町長でございます。 

推薦したい者は、 

住所 久万高原町二名甲３３５０番地の１ 

氏名 上本 孝一 

生年月日 昭和４１年８月１８日 

提案理由ですけれども、今回の推薦は、令和７年６月３０日付で、前任者、

住野秀志氏から辞任申出があり、退任されることとなったことから、今回、後

任として上本孝一氏を推薦するものです。 

上本氏は、長年、森林組合職員として務められ、退職後におきましては、民

生児童委員を務めていただいているところです。 

地域の人望も厚く、広く社会の実情に通じ、人権擁護についても、深く理解

があり、適任と考えております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

諮問第２号は、原案のとおり、適任と答申することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦について」は、理事者

提案のとおり、適任と答申することに決定しました。 

 

議  長  追加日程第９、総務文教厚生常任委員会所管事務調査報告を議題とします。 

 

（瀧野 志総務文教厚生常任委員長を指名） 

 

瀧野委員長  総務文教厚生常任委員会の研修報告をさせていただきます。 

我々委員会は、１月２２日から１月２４日、自治体病院の経営改善と公共交
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通の整備についてを研修課題として研修をしてきました。 

まず、千葉県鴨川市の鴨川市立国保病院視察について、報告をします。 

鴨川市は、千葉県南東部に位置し、南房総観光圏、海岸部は南房総国定公園

に指定されている、日蓮上人ゆかりのお寺のある門前町として栄え、１９７１

年に３町が合併して鴨川市となりました。 

人口は、合併当時５万人でしたが、２０１７年には１万４，０００人と減少、

高齢化率は３６．２％で、就業率は１次産業に３０％、３次産業に７０％であ

り、財政運営は安定していると思われます。 

鴨川市立国保病院は、近年、建築費約２５億円を投入し、新築をされた病院

であります。病床数は、地域包括ケア病床６０床、療養病床１０床、計７０床

であり、不採算病院交付金対象の病院であります。 

診療科目は、内科、小児科、循環器内科、神経内科、整形外科、眼科、耳鼻

咽喉科、泌尿器科、皮膚科、禁煙外来、歯科や発熱外来、リハビリ、訪問診療、

在宅診療を標榜している公立病院であります。 

職種別職員数は、医師は４人で、１．７１人は、会計年度任用職員でありま

す。 

医局、薬局合わせて３７．７１人、看護局５９人、訪問看護ステーション７

人、医療介護連携室４人、福祉総合相談センター５人、居宅介護支援事業所４

人、訪問介護ステーション５人、事務局２２人、合計１４３．７１人となって

います。 

経営については、収支とも１３億円程度で、繰入金がなくても、自治体病院

として安定経営をされていると思いました。 

当病院の近くには大規模な私立の救命救急病院があり、急性期医療について

は、この病院が大半について対応していると聞きました。 

当院は、回復期機能が中心の病院を目指しており、地域包括ケアセンターを

設置し、医療、介護、福祉が一体となったサービスを提供できる体制が構築さ

れています。 

福祉相談センターでは、全世代に対し、様々な相談を受け付けているという

ことでありました。 

医療介護連携室では、入退院に対する支援を行い、居宅介護支援センターで
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は、介護サービスの利用調整をし、訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーシ

ョン事業所では、在宅で必要な医療、介護、サービスを提供します。 

これら福祉介護部門と病院が連携することにより、在宅で体調が悪くなった

ときには、病院で医療が受けられ、病院から在宅に戻ったときには、医療、介

護、福祉のサービスが受けられるようになっていました。 

地域包括ケアセンターの運営は、地域包括ケアセンター内の連携、病院との

連携を図るとともに、地域住民、地域の事業者などとの連携の強化に力を入れ

ているとのことでしたが、病院の健全経営に、それも全てつながるというふう

に説明を受けました。 

また、人材の確保が運営上の課題となっていると聞きました。 

以上が、鴨川国保病院視察の報告であります。 

次に、埼玉県飯能市の公共交通の研修について、報告をします。 

飯能市は、面積１９３．０５平方キロ、人口８万人の市であり、都市部と山

間部の地域であり、山間部の取組について、お聞きをしてきました。 

また、東京都心から５０キロ圏内という、交通アクセスも良好な環境にあり、

都市と自然に恵まれた町で、市の全域の７５％が森林であります。古くは林業

と織物の町として栄え、合併により、県下で３番目の面積を持つ市となったと

聞きました。 

ムーミンにより有名な市であり、公共交通についても、以前から取り組んで

おられ、山間部の方にも多くの住民が住んでおられ、山間部の公共交通が飯能

市の主体となっております。 

当然、小学校、中学校、高齢者の足の確保など、多くの問題があり、人口減

少の中で課題が起き、その都度、それぞれの対応してきたと聞きました。 

特に、民間の事業者が運営をされていたバス会社の経営の問題などが起き、

苦労されたようですが、以前、契約を解除されたバス会社も、現在では積極的

に公共交通に参加をされていると聞きました。今はキャンペーンにも積極的に

参加をされているそうであります。 

公共交通は、それぞれの地域の人口減少に左右され、同じ考えや、同じ事業

のやり方では、事業継続ができない厳しさがあるとのことでした。 

対応いただいた議会事務局の職員さん、また説明いただいた担当課の職員さ
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んも、詳しく、丁寧に説明をいただきました。 

委員会としましては、感謝を申し上げまして、研修を終了しました。 

以上、研修の報告とさせていただきます。 

 

議  長  以上で、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

 

議  長  追加日程第１０、議員会報特別委員会報告を議題とします。 

本件について、議会会報特別委員会委員長の報告を求めます。 

 

（森 博議会会報特別委員会委員長を指名） 

 

森 議員  議会会報特別委員会委員長、森 博でございます。 

議会会報特別委員会の報告をさせていただきます。 

当委員会は、定例議会並びに臨時議会の内容について、原則として、年４回、

議会だよりを編集発刊し、議会内容を公開、町民と議会との橋渡し役を担って

おります。 

現在の委員は、２年前の４月に選任された６名で活動を行ってまいりました。 

久万高原町議会だよりは、編集要項を基に、一般質問は１議員１ページとし、

要約も質問者自身が行うとされており、現在は本会議、各委員会質疑について

も、議事録を基に、原則質問者がまとめ、委員会に提出、それをさらに委員会

で編集、関係写真、説明文などを加え、全体の調整、校正を行った上で作成を

しております。 

執筆、編集に御協力いただいた議員各位には、この場をお借りしてお礼申し

上げます。 

一昨年８月には、全国町村議会議長会主催の町村議会広報クリニックにも参

加しました。 

事前に提出した議会だよりを、専任講師が事前にチェックを行い、評価。ま

とめたクリニックコメントを基に、議会だよりの作成方法について、マンツー

マン方式、討論形での指導をしていただきました。 

改善点として、定例会以外の記事が少ないことや、企画や特集、住民参加な
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ど、くいつきやすさも狙うようにとの指導がありました。 

町民の皆さんに読んでもらえる、必要とされる議会だよりであるためには、

町民の声の聞き取り、広聴を積極的に行い、町民の共通の課題を掘り起こし、

行政の対応、それに対する議会の質問、質疑を分かりやすい紙面で掲載する必

要があります。 

そのためには、多くの質疑、回答の中から、本当に伝えるべきことを取捨選

択し、分かりやすく伝わるようにまとめ、掲載することが重要になってくると

思います。 

議会だよりだけでなく、町議会のホームページでの議会議事録などの公開や、

議会中継の動画配信も行われており、情報公開は進んでいます。 

今後一層、「伝える」から「伝わる」紙面への変革を行い、興味を持って読

んでいただける議会だよりとなることを願い、報告とさせていただきます。 

 

議  長  以上で、議会会報特別委員会報告を終わります。 

 

議  長  追加日程第１１、議員改革特別委員会報告を議題とします。 

本件について、議会改革特別委員会委員長の報告を求めます。 

 

（髙橋 誠議会改革特別委員会委員長を指名） 

 

髙橋 誠  議会改革特別委員会報告をいたします。 

委 員 長  議会改革特別委員会では、議会の透明性向上と、町民との対話の充実を目的

として、町民との懇談会、議会基本条例の策定、議員報酬の適正化という三つ

の課題に取り組みましたので、御報告いたします。 

まず、町民との懇談会については、これまでの地域別や分野別で実施してき

ましたが、参加者が固定化するという課題がありました。 

この課題を解決するため、新たな手法として、団体別の懇談会を実施し、五

つの団体との意見交換を行いました。 

特に高校生との懇談では、若い世代の率直な意見を聞くことができ、町の将

来についての建設的な意見が多く寄せられました。 
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例えば町の魅力を発信する方法や、若者が地域に定着しやすくするための施

策など、これまでの議会報告会では得られなかった、新たな視点を得ることが

できました。 

この懇談会は非常に有意義であり、今後もさらなる工夫を重ね、より多くの

町民に開かれた議会報告会を目指してまいります。 

次に、議員報酬の適正化についてですが、全国的に議員の成り手不足が深刻

化している状況を踏まえ、また、合併以来２０年間にわたり、議員報酬の改定

が検討されてこなかった点、さらには、議員活動の活発化を促す観点から、議

員報酬の適正な水準について、検討を進めました。 

議会では様々なシミュレーションを行い、近隣自治体の状況も参考にしなが

ら慎重に議論を重ね、適正な報酬額を決定しました。その結果、議会として、

町に対し、審議会へ諮問するよう要望を提出し、最終的に改定が実現しました。 

この改定により、議員活動の充実を図るとともに、より多様な人材が議員と

して活動しやすい環境を整えていくことを期待しています。 

さらに議会基本条例の策定に向けた検討についてですが、議会の機能強化を

目的に、反問権の導入や、議員間討議の実施を含めた条例策定の検討を進めて

まいりました。 

反問権の導入は、執行部との議論をより活発化させ、政策決定の過程を明確

にすることを目的としています。また、議員間討議を取り入れることで、議会

内部での意見交換を深め、合意形成を円滑に進めることが期待されます。 

しかし、これらの新しい制度の導入に関しては、運用面での課題が多く、慎

重な検討が求められるため、実際に取り組んでいる自治体の行政視察を行った

後に、策定をすることが望ましいと判断をして、議会基本条例の制定には至っ

ておりませんが、引き続き議論を継続することにしました。 

以上のように、議会改革特別委員会では、町民との対話を重視し、議員活動

の環境を整え、議会の機能強化を図るための様々な様々な取組を行ってきまし

た。 

今後も町民の皆様の声を大切にしながら、議会改革が前進することを期待し

て、議会改革特別委員会の報告といたします。 
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議  長  以上で、議会改革特別委員会報告を終わります。 

 

議  長  追加日程第１２、デジタル推進特別委員会報告を議題とします。 

本件について、デジタル推進特別委員会委員長の報告を求めます。 

 

（熊代祐己デジタル推進特別委員会委員長を指名） 

 

熊代議員  デジタル推進特別委員会委員長の熊代祐己でございます。 

それでは、デジタル推進特別委員会の報告をさせていただきます。 

デジタル推進特別委員会は、行政ＤＸの推進の観点から、デジタルツールを

議会においても活用することを目的に、議会運営の効率化及び住民に開かれた

議会の実現を目的として、ペーパーレス化の推進と、本会議のインターネット

配信に関する取組を進めてまいりましたので、内容と成果について報告いたし

ます。 

まず、議会運営の効率化、資料の管理、共有、利便性の向上、環境負荷の軽

減を目的として、ペーパーレス化を進めてまいりました。 

具体的には、会議システム、ソフトウエアの選定がされたタブレット端末、

ビジネスチャットツールを議員や事務局職員が円滑に使用できるよう、全議員

及び議会事務局職員を対象とした操作研修を計画的に実施し、基本操作資料の

閲覧、書き込み機能について習熟を図り、スムーズな運用が可能になるよう努

めました。 

さらに、タブレット端末の適切な運用を図るため、運用状況や課題について

確認を行い、ペーパーレス完全移行について計画的に実施しました。 

会議資料の電子配布を基本とし、紙の資料を削減する方針を明確にするとと

もに、情報セキュリティ対策にも努めました。 

これらの取組により、議会資料の印刷費や作成時間の削減、会議運営の効率

化が図られ、ペーパーレス化は順調に進展しております。 

次に、住民に開かれた議会を目指し、本会議のインターネット配信について

も取り組み、導入を進めました。 

配信方法では、安定した配信環境を確保するため、複数の配信業者から提案
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を受け実施、コスト、サポート体制等を比較し、ライブ配信とアーカイブ配信

の両面から検討を行い、本会議や各議員の一般質問の様子を見やすく主張でき

る方式を採用することとしました。 

これにより、令和６年９月定例会より本格運用を開始し、議会の透明性が向

上し、町民がより身近に議会活動を知る機会が増えることが期待されます。 

今後も、さらなる利便性の向上と運用の改善に努め、議会運営の効率化と情

報公開の充実により、開かれた議会となるよう期待しております。 

以上、デジタル推進特別委員会の報告といたします。 

 

議  長  以上で、デジタル推進特別委員会報告を終わります。 

 

議  長  お諮りします。 

以上で、本定例会に付議された案件は全て終了しました。 

したがって、これで閉会したいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、本定例会はこれにて閉会することに決定しました。 

これで、本日の会議を閉じます。          （午後５時５１分） 

町長の挨拶を求めます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  閉会に当たりまして、お礼を申し上げたいと思います。 

３月議会、大変お世話になりましてありがとうございました。 

それぞれ上程いたしました議案、お認めをいただきましたし、また、その論

議の中で、適切な御意見もいただきました。ありがとうございました。 

人口減少社会をはじめ、様々な課題ございますけれども、議員の皆様方の御

協力をしっかりといただいて、地方創生に頑張ってまいりたいと思っておりま
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す。 

どうぞ今後ともの御協力、よろしくお願い申し上げまして、閉会に当たって

のお礼の挨拶にかえさせていただきたいと思います。 

大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

議  長  令和７年第２回久万高原町議会３月定例会を終わるわけですが、一言御挨拶

を申し上げたいと思います。 

皆さんにおかれましては、２年間、至らぬ議長でありましたが、大変お世話

になったことを、心から御挨拶申し上げます。 

そして、まだ寒い日が続こうと思いますが、皆様方の御活躍を御祈念いたし

まして、本日の会議を終わりたいと思います。 

以上で、令和７年第２回久万高原町議会定例会を閉会します。 

 

事務局  （終 礼） 
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